
第 7 回 ｢産科医療補償制度原因分析委員会｣ 会議録

日 時 : 平成 2 1 年 9 月 4 日 (金) 午後 4 : 0 0 ~午後 6 : 0 0

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホール

財団法人 日 本医療機能評価機構



○事務局 (山 田 )

会議を開始いた します前に 、 資料の確認をお願いいた します。

まず右側の資料でございますが、 委員の方の出欠一覧が ございます。 次に第 7 回原因分

析委員会次第、 その下に議事資料が ございます。 次に資料でございますが 、 資料 1 と して

｢医学的評価に用いる用語について｣ 、 資料 2 - 1 と して ｢原因分析のための診療情報 (新

生児期) の入手について (お願い) ｣ で ご ざいます。 資料 2 ー 2 と いた しま して 、 ｢診療情

報の提供について (お願い) ｣ で ございます。 次に参考資料 1 と して 、 ｢医学用語の解説J 、

案 1 か ら 5 ま でございます。 参考資料 2 と して 、 公表用の ｢原因分析報告書く仮想事例 1

> ｣ で ございます。 最後に 、 ｢第 9 回及び第 1 0 回原因分析委員会 日 程調整表｣ が下にあ る

と 思います。

次に左側の資料でございます。 ｢模擬部会において取 り ま と めた仮想事例の原因分析報

告書｣ が一番上に ございます。 それか ら 、 ｢産婦人科診療ガイ ドラ イ ン産科編 2 0 0 8 ｣ が

ございます。 ｢委員用資料フ ァ イ ル｣ が ございます。 いつ も の と お り 、 ｢産婦人科診療ガイ

ドラ イ ン産科編 2 0 0 8 ｣ 及び ｢委員用資料フ ァ イ ル｣ につき ま しては、 委員会終了後 も

机に置いたまま に していただ く よ う お願い申 し上げます。

なお 、 本 日 は飯田先生にオブザーバー と して出席いただいてお り ます。

少 し遅れて出席 される委員の方も い ら っ しゃいますが 、 定刻にな り ま したので 、 ただい

ま か ら第 7 回産科医療補償制度原因分析委員会を開催いた します。

議事進行を、 これよ り 岡井委員長にお願い申 し上げます。

○岡井委員長

委員の先生方には、 おI亡 しい と こ ろお集ま り いただき ま して 、 あ り が と う ご ざいます。

早速始めたい と思いますが 、 議事に入 り ます前に、 補償申請の受理状況につき ま して事

務局か ら ご報告がある と い う こ と ですので、 お願いいた します。

○後技監

それでは、 補償申請書類の受理状況について ご報告申 し上げます。

まず、 現時点で運営糸辞職において補償申請書類の受理事例が ございます。 件数及び審査

結果につき ま しては、 第 2 回審査委員会の開催 と 、 私 ど も評価機構におけ る認定が行われ

た後に公懐きする と い う 手続を踏んだ手続き と する こ と を予定 してお り ます。

私 ど も と いた しま しては 、 公的な性格を有する産科医療補償制度でございますので、 情

報開示に努めたい と思っ てお り ます。 一方、 児 ･ 家族への配慮も必要 と 考えてお り ま して 、
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こ の よ う な手続を踏んだ慎重な対応 と させていただき たい と思いますので、 ご理解いただ

き ますよ う 、 お願い申 し上げます。

なお、 今、 申 しま した第 2 回の審査委員会ですけれど も 、 個人情報を取 り 扱いますので

非公開 と な り ますが 、 9 月 下旬に開催する予定でございます。 したがって 、 第 2 回審査委

員会における審議事案が補償対象と認定された場合には、 今の と こ ろ 、 早ければ 1 2 月 開

催の原因分析委員会の部会並びに 1 月 開催の原因分析委員会の本委員会で当該事案の原因

分析報告書の ご審議をいただ く こ と と な る見込みでございます。

以上です。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 い よい よ実際の事例が挙がっ て く る と い う こ と ですが 、 こ ち

ら の原因分析委員会の本委員会に く る のは来年 1 月 ぐ らいかな と い う 予定でよ ろ しいです

か。 それまでに これまで積み重ねてき たや り 方の内容等を も う 一度き ちっ と整理 して 、 間

に合 う よ う る こ したい と 思います。

それでは、 今の件、 特に ご質問等なければ議事に入 り たい と思います。

議題は 、 資料にあ り ます と お り 、 前回の こ の委員会におけ る主な意見を整理していただ

いてお り ますので、 それを事務局か らお願いでき ますか。

○後技監

それでは、 今 日 の本体資料の 1 ページ、 ｢ 1 ) 前回の原因分析委員会におけ る 主な意見｣

を ご説明いた します。

1 つ 目 の丸、 多 く の保護者はカルテ開示ができ る こ と を知 ら ないため 、 案内文にその 旨 、

記載する こ と を検討してほ しい と い う ご意見があ り ま した。

2 つ 目 の丸、 保護者か らカルテ開示等の問い合わせがあっ た場合のQ&Aを作成 してお

く と い う ご意見が ございま した。

次、 ｢事例の概要｣ に関 して 、 分娩機関 と保護者の意見が重要な事柄で大き く 食い違っ て

いる場合に限 り 、 補充の聞 き 取 り を して もいいのではないか と い う ご意見があ り ま した。

次、 報告書がわか り やすい内容 と な る よ う 、 用語の解説の掲載方法を検討してほ しい と

い う ご意見があ り ま して 、 本 日 の議題になっ てお り ます。

最後、 改ざんの疑いがあ る も のについて、 調査は しない も のの明 らかな場合は、 部会か

ら本委員会に上げて審議を行 う 。 ま た 、 不実記載だけを問題にする のではな く 、 重大な過

失がある よ う な事案については 、 調整委員会で対応する よ う 手続を と る と い う ご意見が ご



ざいま した。

以上です。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。

ただいま の ご説明に対して 、 何かご意見その他あ り ますか。

最後の不実記載と い う のは、 そ う い う カルテの改ざんである と か不実記載をあえて探 し

出すのを私たちの仕事と する わけではないんですが 、 たまたま見つかっ た場合と か、 おか

しいぞ と い う こ と があっ た場合ど う する かは、 調整委員会で対応する よ う な こ と になっ て

いますが、 それでいいんで したっ け。 む し ろ運営委員会に上げる こ と になっ ていま した よ

ね。

○上田理事

前回、 今 、 委員長がおっ しゃ っ た よ う な議論が されま した。 以前か らお話 し しています

よ う に 、 調整委員会では重大な過失が明 らかであ る と 思料される ケース について審議 しま

す。 前回にご意見があ り ま したが 、 カルテの不実記載や改ざんがあっ て重大な過失が明 ら

かである よ う な状況になれば、 調整委員会での議論にな り ますが 、 基本的には、 改ざんな

どの事例が出てき ま した ら部会か ら本委員会に上げていただき 、 本委員会でその点につい

て、 またそれに対する対応な どを審議 していただ く こ と 及こな り ます。 ま た 、 運営委員会に

もかけま して 、 その点についての対応を審議 していただ く こ と と しています。

○岡井委員長

そ う ですよね。 こ こ の記載は修正する必要があ り ますね。 調整委員会は、 あ く ま で も重

大な過失の場合に補償金を ど う する か と い う 問題の調整をやる んですよね。 カルテの改ざ

んや不実記載はそれと また違 う 意味で大変重要な こ と なので、 部会から こ こ に上げて も ら

う 。 で も 、 こ こ で最終的な決定ができ ない問題でも ある わけですか ら 、 さ ら に上の補償制

度の運営委員会に最終的にはお願いする と い う こ と でいいんですね。

○上田理事

はい。

○岡井委員長

こ こ の書き方をそ う い う ふ う に整理 して 、 修正 して も ら えますか。 前の意見はこれでい

いんですけれ ども ……。

○上田理事
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今 日 の議論をき ちん と 反映いた します。

○岡井委員長

最後は、 前回、 議論 した結果、 私が今、 言った よ う な結論になっ た よ う な気がする んだ

けれども 。 それはそれでいいです。

○石渡委員

も う 一つよ ろ しいで し ょ う か。 一番上の丸の こ と で、 これは将来的に検討する と い う こ

と になっ てお り ますが 、 カルテ開示について、 カルテの コ ピーを も ら う と思われている方

が多いんではないかと思 う んですけれ ども 、 こ のカルテ開示は説明 と い う 意味ですよね。

一番上のカルテ開示ができ る と い う 情報を知 らせる と い う こ と は 、 カルテの コ ピーを入手

でき る と い う 意味ではないですよね。

○岡井委員長

いや、 でき る んです。

○石渡委員

これはそ こ ま で踏み込んでいるんですか。

○岡井委員長

ええ。 それはそ う い う こ と を 申請 して 、 これこれこ う い う 理由で必要ですか ら 開示 して

く だ さ い と 。 それを病院側が認めた ら 、 はい 、 いいですよ と 、 コ ピー代を も ら っ て全部提

供 しています。 こ こ で言っている 開示はそ こまで踏み込んでい る話で し ょ う 。 そ う じゃな

いんですか。

○上田理事

保護者から の意見の案内にあたっ て 、 カルテ開示について記載するかの議論があ り ま し

たが 、 取 り 上げない こ と にな り ま した。 しか し、 多 く の保護者はカルテ開示ができ る と い

う 情報を知 ら ないので、 将来的に検討を してほ しい と い う こ と で した。

○岡井委員長

いや、 こ う い う 意見があっ たんですけれ ども 、 こ こ にあ る意見のカルテ開示の範囲は、

さ っ き言った コ ピー してすべて渡す と こ ろまで含まれている 開示の意味だろ う と思います。

その情報を保護者に知 らせてあげてほ しい と い う 意味で し ょ う 。

○楠田委員

いや、 今、 個人情報保護法やカルテ開示のガイ ド ラ イ ンでは、 見 る こ と もでき る し コ ピ

ーする こ と も でき る し、 すべての情報は患者に属するか ら 、 ど う する かは、 見る だけの人
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もい ら っ しゃ る だろ う し 、 コ ピー さ れる方もい ら っ しゃ る だろ う けれど も 、 すべて開示を

請求 される ほ う の 自 由 じゃ ないですか。

○岡井委員長

だか ら 、 そ こ ま で踏み込んだ情報を教えてあげてほ しい と い う ご意見 じゃないんですか。

○宮澤委員

も しあ る と した ら 、 石渡先生が今おっ しゃ られた よ う なカルテの開示、 コ ピーは も ち ろ

んも ら えます し 、 説明 を求め る こ と も でき ますよ と い う 両方ができ る と い う ご趣旨を盛 り

込んだほ う が よ り 親切 じゃ ないか と い う ご意見だ と 理解 してお り ますので、 その形のほ う

が よ ろ しいか と い う こ と だけだと思います。

○岡井委員長

何らかの形でそ う い う こ と を保護者に知 らせてあげてほ しい と い う のが こ の意見なんで

すよね。 そ う い う しっか り 踏み込んだこ と を教えてあげたほ う がいい と い う こ と ですか。

○上田理事

2 番 目 の意見についての対応を整理 しなければと思っ ています。

○隈本委員

将来的にそ う い う こ と を検討してほ しい と い う こ と で、 現時点では保留になっ たので…

　 　 　 　

○岡井委員長

現在は書かないこ と になっ たんです。

○隈本委員

書かないこ と にな っ たので、 それでは意外と 知 ら ない方も多い。 個人情報保護法 2 5 条

ができ た こ と も ご存 じなかっ た り 、 それがカルテに適用 される こ と も ご存 じない方がい ら

っ しゃ る ので 、 Q &Aの中でお答えする よ う な も のをつ く っ ておいて く れれば、 電話な ど

で相談があっ た と き にす ぐ答え られる のではないかと思います。

○岡井委員長

そ う い う こ と です。

ほかに こ の件はよ ろ し ゅ う ご ざいますか。

あ り が と う ご ざいま した。 それでは 、 ｢ 2 ) 原因分析報告書案作成マニュ アルについて｣ 、

これも事務局か ら最初にご説明をお願い します。

○後技監



本 日 の本体資料の 1 ページの ｢ 2 ) 原因分析報告書案作成マニュ アルについて｣ でござ

います。 こ のマニュ アルはこれまでも会議でご提示 した も のでございますけれども 、 その

後、 こ の委員会の審議を踏ま えて改定する こ と と してお り ます。 本 日 は 、 マニュ アルの中

の医学的評価を記載する際に使用する用語がま だ詳 し く は取 り ま と め られてお り ませんの

で、 その資料を作成いた しま した。

まず、 ( 1 ) 医学的評価等を記載する に当 たっての用語について ご審議いただき たい と思

いますが 、 本 日 の資料 1 を ご覧 く だ さ い。

まず 1 ページ 目 、 ｢医学的評価に用いる用語について｣ と い う こ と で、 1 番には、 医療水

準には高い レベルから低い レベルまで幅広い範囲があ る こ と や、 それに用いる用語も さ ま

ざま あ る と い う こ と で、 用語が統一の と れた認識の も と る こ用い られる こ と が重要なので、

次ページにあ り ます表 1 の よ う な整理を行った と い う こ と が書いてあ り ます。

次のページに行 く 前に 2 番に参 り ますが 、 それをま と め る に当たっ ては、 死因究明のモ

デル事業のマニ ュ アルを参考にいた しま した。 ご覧いただ く 場合は、 委員の資料のフ ァ イ

ルの中に入っ てお り ます。 その中ではいろんな細かい分類が されてお り ま して 、 例えば ｢適

応の適切 さ ｣ は こ う い う 用語で表現 しま し ょ う と い う こ と で何通 り か書いてあった り 、 ｢治

療手技の適切 さ ｣ はこ う い う 用語で と い う 分類が してあ り ま した り 、 適切性があ り 、 強い、

弱い 、 な し と い う 分類で、 それぞれに当た る用語はこ う だ と 分類されていますが、 本 日 お

示 し した資料ではそ こ ま では分類 してお り ません。 医療水準が高い レベルから低い レベル

まで連続的に変化 してい く イ メ ージで表現 してお り ます。

最後の段落ですけれ ども 、 ただ し 、 医学的評価は、 いわば一定の情報の範囲内でやって

いる と い う 制限があ り ま した り 、 ま た診療行為の医学的評価については学会でも 明 らかに

でき ない場合も あ り ま した り 、 標準 と される指針がない、 一つの診療行為でも幾つかの見

解があ り 一致 しない と い う 場合も あ り ますので、 明確な評価ができ ない こ と も あ り ます。

その場合はその よ う に記載する こ と を考えてお り ます。

次のページに参 り ま して 、 表 1 は、 まず左側に医療水準の高い と こ ろか ら低い と こ ろ ま

で連続的に変化 している イ メ ージが書いてあ り ま して 、 真ん中に用語が書いてあ り ます。

網かけの も のが死因究明のモデル事業のマニュ アル案か ら一部引用 したものでございま し

て 、 網かけ していない も のは、 これまで議論 した仮想事例 1 、 2 の報告書に出て く る表現

でご ざいます。 一番右側には 、 適切性あ り 、 な しが大体こ う い う ふ う に対応するだろ う と

い う イ メ ージをお示 し してお り ます。 真ん中の点線の囲みの ｢検討の余地がある ｣ 、 ｢妥当
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性には両論の意見がある ｣ と い う と こ ろは 、 明確な医学的評価ができ ない場合に使用する

用語を挙げてお り ます。 それぞれの用語は、 縦軸が示す医療水準におおむね対応 している

と い う 程度の も の をつ く っ たつ も り です。 必ず し も非常に厳密で正確と い う わけではあ り

ません。 ま た 、 意味の上でそれぞれの用語が等間隔にきれいに並んでいる と い う わけでも

あ り ません。

3 ページに参 り ます。 3 番、 診療行為等には通常、 幾つかの選択肢があ り ますので、 そ

の中で表 1 の よ う な用語を使っ てい く こ と にな る と思いますけれ ど も 、 他の選択肢がない

場合も 中にはあろ う か と 思います。 その と き は、 さ ら に表 2 にあ り ます よ う な死因究明制

度のマニュ アルか ら抜粋した表現も使い得る と 思っ てお り ます。 例えば、 ｢やむをえない経

過であっ た｣ と い う 表現や、 ｢それ以外での手段はなかっ た も の と 考え られる ｣ と い う 表現

も使用可能だろ う と思ってお り ます。

4 番 目 、 仮想事例 2 の報告書の中の 4 カ所の記載について、 その医療水準を確認 して 、

同 じ医療水準に対応 した別の用語に置き かえる こ と を検討してみま した。 こ の よ う な こ と

を行いま したのは、 置き かえ る こ と に よ っ て 、 も と の文章の言葉 と 置き かえた も の と 意味

が同 じ程度に響 く かど う か、 しっ く り く る か ど う かを ご審議いただき たいからです。 それ

が非常に同 じ よ う に響 く と か、 しっ く り く る よ う です と 、 表 1 は実用 に堪え る こ と にな り

ますが 、 い ろんな議論を経て改定 していければ と 思ってお り ます。

まず、 ( 1 ) 胎児心拍数聴取の間隔についての部分は、 仮想事例の報告書の中に書かれて

いる文章です。 本 日 の資料の ｢模擬部会において取 り ま と めた仮想事例の原因分析報告書｣ 、

薄いオ レンジ色の本に原文はすべて出てまい り ますが 、 量が多いものですか ら 、 抜粋 して

お り ます。 四角 く 囲んだ中にあ り ますよ う に 、 ｢胎児心拍数聴取の間隔については 、 必ず し

も不適切 と は言えない｣ と 書かれてお り ま した。 そ して 、 私 ど もでオ レンジの報告書にあ

り ます審議の内容を よ く 読んでみます と 、 こ の診療行為の医療水準は ｢中 レベル｣ だろ う

と整理させていただき ま した。 そ う な り ます と 、 表 1 か ら 、 4 ページ 1 行 目 、 ｢胎児心拍数

聴取の間隔については、 問題はなかっ た｣ と い う 表現で も置き かえが可能なのではないか

と思っ てお り ます。 原文が ｢必ず し も不適切 と は言えない｣ 、 それ と 同 じ よ う な意味の言葉

と して ｢問題はなかっ た｣ と い う 言葉で置き かえ られる のではないか。 これが同 じ よ う に

響いている か、 あ るいは しっ く り く る か、 ま た後ほ どご意見をいただき たい と思います。

同様に 、 ( 2 ) 人工破膜に対する評価の部分は、 四角 に囲んであ り ます う ちの最後の 2 行

に ｢本事例における こ の時点での人工破膜は妥当性を欠 く 選択ではない と 判断される ｣ と
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書かれてお り ます。 こ の部分の議論を見ま して 、 医療水準は ｢中 レベル｣ と整理 させてい

ただき ま した。 そ う な り ます と 、 表 1 と 照 ら し合わせて、 次の言葉で置きかえる こ と がで

き る と思っ てお り ます。 1 つ 目 が ｢本事例における こ の時点での人工被膜は、 医学的基準

か ら逸脱した行為ではない｣ 、 ま た ｢本事例における こ の時点での人工破膜は、 選択肢 と し

てあ り 得る ｣ 。 これ ら が原文の ｢人工被膜は妥当性を欠 く 選択ではない と 判断される ｣ と い

う 言葉 と 比較 して ど う 受け と め られる か と い う こ と でございます。

( 3 ) ア ト ニ ン- ○の点滴速度であ り ますけれど も 、 本文中では ｢ア ト ニン- ○開始時

の この点滴速度は適切ではなかった ｣ と 書いてお り ます。 こ こ は、 ガイ ドラ イ ンで示 して

いる量よ り かな り 多い も のですか ら 、 あま り 詳細な審議は行われてお り ませんで、 医療水

準は ｢低い｣ と整理される と 考えま した。 そ こ で、 同 じ レベルの表現と しては次の よ う な

置きかえが可能ではないかと思っ ています。 ｢ア ト ニ ン一 ○ 開始時の こ の点滴速度は医学

的妥当性がない｣ 。 こ の表現 と 原文の ｢点滴速度は適切ではなかっ た｣ の表現が う ま く 整合

しているか と い う こ と でございます。

次、 5 ページに参 り ます。 今までの ( 1 ) か ら ( 3 ) は事務局でも比較的置き かえがで

き る のではないかと思われた事例で、 ( 4 ) については置き かえに困った事例 と な り ますの

で 、 後ほ ど ご審議をいただき たい と思います。 ク リ ステ レル胎児圧出法の吸引分娩 と の併

用 についてで、 大き な四角の最後の二、 三行、 ｢ 5 時 3 0 分か ら ク リ ステ レル胎児圧出法を

併用 した吸引分娩を施行 しそれを 2 0 分間にわたっ て繰 り 返したのは妥当 な処置 と は言え

ない｣ と い う 言葉で結んであ り ます。 模擬部会での審議経過を読み直 してみます と 、 こ の

診療行為の医療水準は、 本 日 テーブルに置いてあ る産婦人科診療ガイ ドライ ンの参考意見

｢ C ｣ であれば ｢妥当でない｣ と い う のが も と も と の文章だったのですが、 そ こ ま では書

かないほ う が よ い と い う こ と で 、 それを緩めて 、 ｢妥当でない｣ よ り は も う ち ょ っ と 上の水

準の表現と して 、 現在の と こ ろ 、 ｢妥当 な処置 と は言えない｣ と い う 表現に落ちついている

も のであ り ます。 ただ し、 どの辺の水準まで上げた らいいかが、 私 ど もでは よ く わか ら な

かっ た点です。 しか し、 こ の ｢妥当 な処置 と は言えない｣ と い う の を表 1 で見ます と 、 わ

り と 低いほ う の下か ら 8 番 目 ぐ らいに位置 してお り ます。 こ のあた り の位置づけの表現で

よいか ど う か と い う こ と でございます。

そ こ に注) で書いてあ り ますけれ ど も 、 産婦人科診療ガイ ドラ イ ンには ｢吸引分娩総牽

引時間 2 0 分以内ルール｣ と い う のが書かれてお り ま して 、 ただ し推奨 レベルは最低 レベ

ルの ｢ C ｣ になっ てお り ます。 これが先ほ どの ｢ガイ ドラ イ ンの参考意見 『 C 』｣ と い う 部



分でございます。 それが意味する のは、 ｢実施する こ と が考慮される (考慮の対象だが 、 必

ず し も実施が勧め られる わけではない) ｣ と い う こ と であ り ま したので、 そ の よ う な表現で

よいかど う か と い う こ と でございます。

最後 、 6 ページ、 5 番ですが 、 表 3 の 中の用語は 、 先ほ ど 申 しま した よ う に仮想事例 1 、

2 か ら持っ てき た も の と マニュ アルから抜粋 したも のであ り ますけれども 、 仮想事例 1 、

2 の 中で今後は使用 しないほ う がいいのではないかと思われる表現も あ り ま した。 まず、

結論 している文の中で末尾が ｢00が ( も ) 必要である ｣ と い う 表現になっ ていた り 、 ｢-

般的に00が勧め られる ｣ と い う 言葉になっ てお り ま して 、 言鮖価 していないのではないか

と い う 理由で、 今後はあま り 使用 しないほ う がいいのではないから思っ てお り ます。

次が 、 仮定条件を も と るこ した用語と い う こ と で、 ｢○○であれば00である ｣ と い う 言葉

遣いが結論の と こ ろに書いてある のは避けたほ う がいいのではないか。

最後があいまいな評価になっている と い う こ と で 、 ｢問題はなかっ た も の と 考え られる ｣

であ る と か ｢妥当 な00 と思われる ｣ と い う 言葉遣いは、 結論する部分では避けたほ う が

いいのではないか。

以上です。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。

原因分析委員会の報告の中の大事な部分であ り ます医学的評価、 こ こ ではその事象が起

こ っ た時点に立っ て 、 ど う い う 選択をする のが よ かっただろ う か、 ど う い う 判断が よ かっ

ただろ う か と い う こ と を医学的に純粋に評価する も ので、 その報告書の中で評価の結論み

たいな も のを表現する わけですが、 その表現の仕方について、 医療の質の高いか ら低いま

での間の こ のあた り の こ と を言っ ている んだ と い う 、 あ る程度統一 した皆さ んの認識があ

ったほ う がいいだろ う と い う こ と で、 こ う い う 表になっ ている んです。 シンプルに考えれ

ば、 医療の質を順番に 1 ラ ンク か ら 5 ラ ンク ぐ らいまでつけて、 こ の質は レベル 5 、 これ

は レベル 1 だ と やれば簡単ではあ り ますが 、 これに関 してはおそ ら く すご く 反対意見も あ

るだろ う し 、 そ う 簡単にもいかない と こ ろ も あ る 。 それか ら 、 実際には表現法も も っ と 絞

っ て 、 幾つか限られた用語しカ 塒吏わない と い う や り 方 も あ る かも しれないんですが 、 いろ

んな事象、 い ろんな医療行為の中で評価 し、 判断する と き に、 その状況、 状況に よ ってち

ょ っ と したニュ アンスで感 じが違っ て く る こ と があ る ので、 やは り 似た よ う な評価であっ

て も状況に応 じて違 う 表現を していかな く ち ゃいけない場合も ある だろ う と い う こ と で、
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こ こ に相当 な数が挙がっ ていま して 、 こ う い う も のを使っ ていこ う と 。 その と き に 、 表 1

の左にあ り ますよ う な医療の質の評価と しては 、 上のほ う の表現を された場合は高い評価

を得ている のであっ て 、 下のほ う じこ来る と低い と評価されている こ と " こ な る か と 思 う んで

すれ

これは皆さ ん方の ご同意を も う 得ている こ と だ と思 う んですが、 原因分析委員会は法的

判断を下すよ う な こ と をやる わけではないので、 損害賠償責任の有無につながる意味での

適切である 、 不適切である と い う 判断は しないわけです。 ですか ら 、 それぞれこ こで用い

ている表現が 、 これは不適切である んだ、 これは適切の こ と を指すんだ と厳密に決め る こ

と も 、 も ち ろんや り ません。 しか し 、 右に書いてある よ う な感覚で と ら えて も仕方がない

な 、 こ の事例が も し万が一、 裁判な どになっ た と き には右に書いてある形で と ら え られる

と い う こ と はあ る程度認識 していて使っ ている 。 そ う い う 参考的な こ と が右にある と思っ

ていただければいいです。 私たち と しては 、 あ く まで医療の水準を評価する 。

こ こで大事な こ と は、 それをや ら ないで、 これま でみたいに適切か、 不適切かの 2 つに

分けて適切 と い う のを中 ぐ らいの診療 レベルまで入れる と する と 、 適切だからそれでいい

んだ と言 う 話になっ て 、 それ以上上を 目 指 さ ないわけです。 さ 拭こ上があ る 、 これは標準

的であ る けれ ど も 、 い ろいろな状況を考え る と 、 も う 少 し上を 目 指 してほ しい と い う の も

｢適切だ｣ と い う 表現でそのまま終わって しま う 。 これま で裁判で争われる 中で現実にそ

う い う こ と が行われてき ている わけで、 場合に よ った ら 中 よ り も も う 少 し低 目 の診療行為

であって も 、 医療提雄共者サイ ド と しては、 損害貝割賞責任を負わせないよ う にする ためには

｢適切であ る ｣ と頑張って言 う わけです。 そ う する と 、 適切であ る と判断された ら 、 それ

でいい こ と になっ て しま って 、 それがずっ と 通って医療の向上を阻害する と い う 現象が現

実に起き てき ている わけです。 それを直さ ない と いけないので、 私たちは しっ か り 、 こ の

医療はこ の レベルの も のであ る と 評価する 。 最終的には、 今後の医療の向上へ向けて改善

する事項の 中で、 中等な医療であっ て も さ ら に上がある わけですか ら 、 こ う い う 状況では

上を 目 指 しま し ょ う と き ちん と 書いてい く こ と に よ っ て 、 これまで医療提供者側が問題が

起こ っ た事例で と ってき た行動 と は違っ て 、 医療を向上 させる方向に こ こ での報告書を役

立てて も ら う と い う 意味があ り ます。 左側の高い、 低いは しっ か り 評価 してやっ ていかな

く ち ゃいけない と 思っ ています。

まず、 考え方はよ ろ しいですか。 適切、 不適切 と あえてき ち っ と整理しない。 よ ろ しけ

れば、 そ う させていただき たい。 右に書いてある のはあ く ま で も参考です。
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そ う する と 、 中身ですけれ ど も 、 これ以外にも 、 こ の状況で評価する と する と 、 ど う し

て も何かも う ち ょ っ と ニ ュ ア ンスの違 う 表現が必要だ と い う のが出て く る こ と も あ る かも

しれませんが 、 それはそれでその と き に考えて も ら う と して 、 こ こ に書いてあ る よ う なの

でおおむね表現でき る で し ょ う 。 位置的に 、 こ こ にあ る表現が医療水準を評価する位置 と

していいのか と い う ご意見があれば、 ご指摘いただき たい と思 う んです。 ｢妥当 ではない｣

と 書かれる と 一番低い レベルになっ ていて 、 一番上が ｢優れてい る ｣ 。

○隈本委員

私 自 身は、 いろんな表現があっ て 、 これが一覧表で見 られる のはなかなかいい と思 う ん

です。 特にいいほ う についてはいろんな表現があっ ていい と思 う んですが、 こ の委員会の

目 的か らする と 、 よ く ない こ と が行われた と き に 、 それを指摘 して再発防止に役立て る と

い う 目 的ですから 、 よ く ないほ う の表現が非常に重要だと思 う んですね。 そ う する と 、 下

の ｢妥当 ではない｣ が 、 大分上の ｢妥当 な処置 と は言えない｣ と い う の と 日 本語的には-

緒じゃ ないですか。

○岡井委員長

これが 日 本語の特徴であ り ま して 、 ｢妥当ではない｣ と い う のは文字 どお り 妥当ではない

んですけれど も 、 ｢妥当 な処置 と は言えない｣ と い う のは 、 妥当ではない以外に 、 妥当 か妥

当でないか、 どち ら に も判断でき ない中間の も のがあ る と すれば、 それも こ の中に含まれ

ちゃ う んですね。 英語だ と も のすご く はっ き り していて 、 not goodであればbadなんだけれ

ど も 、 日 本語で ｢いい と は言えない｣ と い う と 、 badでない 、 中間的な も の も含む と い う の

が 日 本語独特の表現の仕方で、 ｢妥当 な処置 と は言えない｣ と ｢妥当でない｣ と は違 う 。 妥

当 と 非妥当 と 2 つに分かれずに、 その間に もまだあ る 。 その間を どち ら に含め る かで違っ

て く る 。

○隈本委員

｢妥当ではない｣ と 言われる よ り 、 1 つ上の ｢判断に誤 り があ っ た｣ と 言われたほ う が 、

皆 さ ん 、 シ ョ ッ ク なん じゃ ないですかね。

○岡井委員長

別に僕はこ こ にすご く こ だわっ ている わけではない し、 これは どち らで もいいんですけ

れども 、 ｢判断に誤 り があっ た｣ と い う のは判断の こ と を指 している わけで、 それが誤 り で

あ る 、 要する に判断に関する評価は相当悪いんです。 ｢妥当ではない｣ と い う のは処置の選

択や治療法の選択、 実際にやっ た医療行為その も のな ど 、 いろんな と こ ろで使われる ので
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一番下に来ている んですけれども 、 こ こ で差をつけている わけではないです。 大体下だ と

い う こ と です。

○池ノ 上委員長代理

これは原因分析ですか ら 、 やは り 具体的な こ と を き ち っ と 書 く こ と をまず第一に努力 し

て 、 そ こで伝えるべき こ と はき ち っ と伝える と い う ふ う も こ しない と 、 例えばこ の症例も 、

こ の間の議論の と き には、 最初の心拍パターンの異常が 3 時ごろに起こ っ た段階でみんな

を呼ぶ と か、 ど こ かに搬送する と い う こ と をすべき ではなかっ たか と い う 話が出ていま し

たよね。 そ う い う と こ ろの指摘を しておいて 、 皆 さ んがわかる よ う な事実をき ちっ と述べ

る こ と を まず努力 して 、 そ こ か らおのず と 出て く る最終的な言葉のニュア ンス は 、 大体皆

さ んの コ ンセ ンサス と 一緒になる 。

○岡井委員長

こ の前の議論も一緒に入って く る 。

○池ノ 上委員長代理

ええ。 議論がな しに こ の言葉だけ取 り 上げて 、 皆 さ んのイ メ ージの 中で取 り 上げて く だ

さ い と い う こ と にな る と 、 これは机上の空論になっ て しま っ て 、 みんなが勝手な こ と を思

い浮かべて動き始め る こ と にな る と 、 原因分析につながっ ていかない と 思 う んですよ 。 で

すか ら 、 前段階で ど う い う こ と が述べ られている かを含めた上での最終的な結論の部分あ

る いはコ ンク リ ュージ ョ ンの部分で使われる言葉 と してあわせて考えない と 、 こ の言葉だ

けの意味では 日 本語の遊びになっ て しま う ので、 原因分析委員会 と してはそ こ に陥 ら ない

よ う に しない と いけないん じゃないか と 思います。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 と て もいい指摘です。 それまでの事実経過を正確に記載 して 、

き ちん と した議論を展開 して 、 最後に出て く る言葉、 そのつなが り の中で読む と よ り わか

り やす く な る と い う こ と ですよね。

○池ノ 上委員長代理

ええ。 そ こ を外す と 非常に危 う い こ と にな る ん じゃないかと思います。

○岡井委員長

これはあ く ま で も例ですか ら 、 こ の言葉を絶対使いな さ い と い う のではな く て 、 こ んな

感覚ですよ と い う も のですが。

も う 一つ 、 3 の ｢選択肢な し｣ 、 ｢やむをえない経過であっ た｣ と か ｢それ以外での手段

‐ 1 3-



はなかった｣ と い う 表現になる場合も も ち ろんあ る し 、 一番最初に書いてあ る よ 効こ 、 何

と も言えないな、 言鮖価でき ない と い う こ と も 当然あ る で し ょ う 。

それか ら 、 一つ一つ行 く と 、 心拍数聴取の間隔の点は幾つか意見があって 、 も っ と 間隔

を短 く して 、 何回 も胎児心拍数を聴取すべきである と い う 意見が一方であ る んですが 、 現

場 と しては、 そんなに何回も 聞いている と 患者に と っ ては夜は大変で眠れない 、 要する に

必要の程度 と それに よ っ て生 じる不快な管理を受け る と い う 患者の気持ちの点を両方考え

る と 、 そんなに頻繁にやるべき じゃ ない と い う 意見があっ て 、 いろいろ議論された結果、

こ の間の事例の報告書では ｢必ず し も不適切 と は言えない｣ と い う 表現を使った。 こ の前

に 、 今 、 池ノ 上先生が言われた議論が入っ ている んですね。 こ こ の ｢不適切 と は言えない｣

と い う のは、 必ず し も法的な責任を追及する上で使 う も のではな く て 、 純粋にこれが適当

なのかど う か と い う こ と で、 も っ と 頻繁に聞いたほ う がいいん じゃ ないか、 間隔を短 く し

たほ う がいいん じゃないか と い う 意見に対 して 、 いや、 必ず し もそ う ではないですよ と い

う 感 じの言葉なんです。 これを も し置き かえる とすれば、 ｢問題はなかっ た｣ と い う 言葉に

置き かえて もいいん じゃないか と い う こ と で、 これも そんなにおか し く はないですね。

○水上委員

｢問題はなかっ た｣ のほ う が何かよ さ そ う 。

○岡井委員長

こ こ では ｢不適切｣ と い う 言葉が出てき ちゃっている 。 その前に議論の中で、 不適切だ

と い う 意見、 も っ と 短 く し ろ と かい う のがある か ら 、 必ず し もそ う じゃない よ と い う 感 じ

で出てき てい る 。

○池ノ 上委員長代理

だから 、 その前提と な る思考のプロ セスがき ち っ と 出ていれば、 最後の表現を皆、 同 じ

イ メ ージで受け と め る と思 う んです。 そ こ を しっか り 書 く 、 現時点でのエ ビデンス と して

はこ う い う こ と ですよ と い う こ と を しっ か り 検討する こ と が大事だと思 う んですれ

○岡井委員長

次の人工破膜の ｢妥当性を欠 く 選択ではない と判断される ｣ と い う のは相当凝っ た表現

なんですよね。

○池ノ 上委員長代理

も っ と シンプルに したほ う がいい よ う な気が しますけ どね。

○岡井委員長
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も う ち ょ っ と シンプルに して もいいかも しれない。 ｢医学的基準か ら逸脱 した行為では

ない｣ 、 ｢選択肢 と してあ り 得る ｣ 。 こ れ も難 しい と こ ろであって 、 絶対的に必要である と か、

と て もいい医療だっ た と い う のではな く て 、 あ る人の 目 か ら見 る と 、 こ の時点で被膜する

のは ど う かな と い う 意見も 当然あ る んだけれ ど も 、 そ こ で議論 した結果と して妥当性を欠

く と い う 判断にはな ら ない と 。 ｢選択肢 と してあ り 得る ｣ と い う ほ う がシンプルでいいのか

も しれない。

○池ノ 上委員長代理

二重否定に してみた り と い う のは、 やは り イ可か歯切れが悪いですよね。 だか ら 、 そ う い

う いろんな議論があっ て 、 原因分析委員会ではこ う 考えた と して 、 裁判 と かになっ た と き

はまた別の話なので、 あま り こ う い う 二重否定みたいな表現ばか り が出て く る と 。

○岡井委員長

こ こ はち ょ っ と 凝 り 過ぎている んですよね。

○水上委員

｢選択肢と してあ り 得る ｣ がいいん じゃないですか。

○岡井委員長

でも 、 も のすご く 細かいニュ ア ンス で感覚的に言 う と 、 これはも のすご く 当たっ ている

んだけれ ども 。

○池ノ 上委員長代理

岡井先生の よ う な 日 本語を非常に大事にする方はそ う かも しれないけれ ど も 、 これは委

員会だから 。

○岡井委員長

でも 、 これはほん と う を言 う と 、 一番下の ｢選択肢 と してあ り 得る ｣ と い う のがシンプ

ルでいいのかも しれないですね。

○松田委員

表 1 は今か ら ど う いっ た形で使われてい く んで し ょ う か。

○岡井委員長

これは私たち委員の 中での参考ですよ 。 こ う い う 感 じで と い う 。

○松田委員

そ う する と 、 網かけの と こ ろは今回は使われていない と い う こ と で、 網かけを全部外 し

た考えでずっ と 見ていっ ていいわけですね。
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○岡井委員長

表 1 の網かけは、 モデル事業でやっている原因分析の報告で、 こ う い う 表現を しま し ょ

う と 。 そのモデル事業のほ う は 、 適切性に中等度な ど と ラ ンキングをつけて 、 これを合わ

せている んですね。 だか ら 、 こ の中で も あ く まで も参考までに こ う い う 表現があ り ますよ

と い う 感 じですか ら 、 使わな く ち ゃいけないわけではない し 、 必要なければ消 して もいい

と 思 う んですけれど も 。

○松田委員

例えば最初の心拍の部分で、 ｢必ず し も不適切 と は言えない｣ と い う と こ ろ と ｢問題はな

かっ た｣ と い う のは、 表 1 及こする と 医療水準の高いほ う の一番下のほ う だか ら 中 ぐ らい。

○岡井委員長

ええ。 中 ぐ らいの医療水準だ と い う こ と み こ な る わけですね。

○松田委員

それぐ らいの大体のイ メ ージを皆 さ ん持ちま し ょ う と い う こ と ですね。

○岡井委員長

はい。

○松田委員

わか り ま した。

○石渡委員

今、 池ノ 上先生が言われた と お り で、 やは り 否定を も う 一回否定する のは非常にわか り

に く い文章だと思います。 人 、 九セ ンチ開大 していて陣痛微弱の と き に人工被膜をする の

は標準的な医療行為だと思いますので、 ｢選択肢 と してあ り 得る ｣ と い う 表現の仕方のほ う

が よ り いいのではないか と 思います。

○岡井委員長

これも詳 しいこ と を言 う と 、 その前に心拍数が落ちていた と い う 話があっ たわけです。

その と き に人工葡瑚莫を した ら また一気に悪 く な る こ と があ る ので、 準備を先に して と か、

そ う い う こ と も あっ たほ う がいいん じゃないか と い う 議論が続いてき たわけで、 8 センチ

で人工破膜する のがいいか悪いか と 言っ ている話 じゃ ないんですよね。 こ の症例でも 、 ほ

かの事情が重なっ て こ う い う 複雑な表現になっ ている わけです。

○池ノ 上委員長代理

でも 、 やっ ぱ り 原因分析委員会 と しては、 あ る程度コ ンクルージ ョ ンの意見を出 さ ない
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と … …。

○岡井委員長

だか ら 、 最終的な判断 と して……

○池ノ 上委員長代理

いろんな意見がある けれ ど も 、 原因分析委員会ではこ う だ と 。

○水上委員

人工被膜の前に心音が落ちていま したか。

○岡井委員長

落ちている んですよ 。

○池ノ 上委員長代理

最低 7 0 で。

○水上委員

それは後 じゃ ないですか。 ｢人工被膜を行っ た と こ ろ羊水が緑色に混濁 していた。 午前 3

時 4 5 分には 、 胎児心拍数｣ だか ら 、 その前に……

○岡井委員長

前にち ょ っ と 落ちていないですか。

○上田理事

後で落ちた よ う です。

○水上委員

後で落ちたんで し ょ う 。 そ した ら 、 これは ｢選択肢の一つであ る ｣ と い う 、 も っ と 肯定

的な感 じにな り ます よね。 だけ ど 、 前に書いていない と わか ら ない。

○池ノ 上委員長代理

だから 、 な るべ く ク リ ア に したほ う がいいですよ 。

○水上委員

落ちていたの ? 落ちていなかっ たの ? それが問題だ。

○池ノ 上委員長代理

これは仮想だか ら 、 実際の と き にはそれに よ っ て 、 ｢不適切である ｣ にな る か、 ｢標準的

な医療であ る ｣ と な る か。

○水上委員

ええ。 全然違 う んですよ 。
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ノ 上委員長代理

う しない と 、 余計わか り に く く な る ん じゃないですかね。

ていないんですね。 落ちていないな ら 、 も っ と 肯定的でも いいですね。

員

う ですね。 ｢選択肢の一つである ｣ ですね。

ノ 上委員長代理

時ごろに落ちたん じゃなかったですか。

は何時 ?

ノ 上委員長代理

時ごろ。

上委員

時 1 0 分に人工破膜を して 、 3 時 4 5 分に落ちてい る 。

ちたのは 3 時 4 5 分。

ノ 上委員長代理

はむ しろ……

上委員

く 普通の診療行為。

う ですね。 何でこ う い う 議論になっ たのか。 多分、 そ の後の こ と カメ可かを指摘された

弍い る んですよ 。

列えば、 夜中の 3 時に 1 人で続けて処置でき ない と き にやっ たか ら と い う こ と 。

茜 井委員長

こんな時間にやる と と かい う ネガテ ィ ブな意見も入っ て 、 ディ ス カ ッ シ ョ ン した結果 と

こ う い う 表現になっ ちゃっている 。 それでなければ、 先生方が最初から言 う よ う に 、

頁ないんですよ 。

、 ノ 上委員長代理
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なるべ く るまっ き り 言いま し ょ う よ 。

○岡井委員長

それはおっ しゃ る と お り で……

○楠田委員

ほん と 効こ全体を読ま ない と 、 こ こ だけ取 り 上げて も なかなか難 しいですけれども 、 二

重否定はよ く ない と い う のは皆 さ んの コ ンセ ンサスで、 二重否定を減 ら して 、 網かけに近

い よ う な 、 な るべ く 一つの方向で表現する も のに統一する方向でいいん じゃ ないですかね

確かに一つずつやっ て も …… 。

○岡井委員長

も う 一回、 一つ一つの項 目 を見直 してな るべ く シンプルな表現にする 。 それで、 ダブル

ネガテ ィ ブはやめ る と 。

も う 一つ 、 ( 3 ) ア ト ニン一 ○の点滴速度は辺まっ き り 言っ てガイ ドラ イ ン違反なんです

ま 。 それはほん と う はそ う い う ふ う に書いたほ う がいいのかも しれないんですよね。 ｢医学

的妥当性がない｣ と い う よ り も 、 ｢ガイ ド ライ ンの基準が遵守されていない｣ と か。 正確に

はその と お り なので、 こ う い う 場合はそ う い う ふ う に書いたほ う がいい。

○池ノ 上委員長代理

わか り やすい。

○水上委員

｢ガイ ドラ イ ンが守 られていない｣ と 。

○岡井委員長

さ っ き のガイ ドラ イ ンの中でも 、 ｢ C ｣ と ラ ンク づけ されたガイ ドラ イ ンの推奨 レベル。

その話に関 しては、 守 られていないか ら と いっ て必ず し も不適切ではない と い う 場合が出

て く る んですね。 ガイ ド ラ イ ンで推奨 している のがそれほ ど強い推奨ではない場合。

○池ノ 上委員長代理

だか ら 、 その と き の状況 と か、 い ろんな も のを き ちん と 述べて、 その結論を出せばいい

と思 う んですね。 ガイ ド ラ イ ンが守 られな く て も妥当性のある状況 と い う のをち ゃん と 明

ら かに述べ られれば"理解でき る んですよね。

○岡井委員長

しかし 、 ク リ ステ レル と 吸引 を 2 0 分にわたっ て繰 り 返 した と い う のは 、 も し同 じ こ と

が起こ っ た ら 、 次はやめて く だ さい と こ ち ら は言いたいわけですよね。
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上委員長代理

ない と いけないですよ 。

> ら 、 やっ ぱ り ｢妥当 な処置 と は言えない｣ ぐ らいはつけない と 、 ガイ ドラ イ ンでは

奨 していないか らいい と して しま う と 、 こ れは問題。

委員

しいね。

ソ は、 少な く と も さ っ き の水準の レベルの 、 一番下でな く て も低いほ う るこ持っ て こ な

･ ルナ ないo

ノ 上委員長代理

も 、 少な く と も今は 、 医学教育の現場では、 2 0 分間 、 引 き続ける と い う 教育は して

員

ご く 低い レベル。

つ、 ガイ ドラ イ ン と の関連で私も思っ たんですけれど も 、 例えばガイ ドラ イ ンで ｢ C ｣

っ ていますけれど も 、 それは例えば大規模な臨床試験をやっ てその差を見た よ う なデ

がない と かい う 事情です黄熟 そ う する と 、 ほん と う は 2 0 分以上ずっ と 押 し続け る

よ く ない と い う … …。

井委員長

や、 2 0 分以上行っ た症例がそ う じゃ ない症例 と 比べて ど う か と い う はっ き り したエ

ンスがないんですよ 。 みんな 、 感覚的にはそれはよ く ないん じゃないかと思っ ている

でト。

さ んがそ う ,思っ てい ら っ しゃ る のに、 たまたま ちゃん と デザイ ン された臨床試験がな

"ガイ ド ラ イ ンは ｢ C J であ る 、 で も教育ではやっ ぱ り こ う い う こ と はやっ ちゃいけ

よ と 言っ ている と い う の と 、 ただ単に学会の権威の人が これはいい と 言っ たか ら ｢ C ｣

っ ている場合も あ り ます よね。 エ ビデンス がないけれ ども ……。

委員長
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エ ビデンスがない と い う 意味ですよね。

○隈本委員

はい。 だか ら 、 同 じエ ビデンスがな く て も かな り 推奨度が違 う と こ ろがあ り ますね。 推

奨度 と い う か、 それを守っ たほ う がいいよ と 後輩に言 う か言わないかの違いがある ケース

がある じゃないですか。

○池ノ 上委員長代理

エビデンス がはっ き り しない事象はいっ ぱいある んですけれど も 、 診療行為は行われて

いる わけで、 そ う する と 、 大体みんな標準的に、 こ こ ら辺の こ と はやっ ている よ と い う の

は頭の中にあ る わけですよね。 ですか ら 、 エ ビデンスがない場合には、 多 く の施設が大体

標準的にやっ ている こ と か ら著 し く 逸脱 している か ど う かに判断基準が来るんだと思いま

す。 それはそれでそ う い う 書き方を して 、 ｢ C ｣ だけれ ど も 、 エ ビデンス はないけれども 、

多 く の施輻設では こ う い う こ と が標準的に行われているから 、 それも範囲に入る 、 あ るいは

著 し く そ こ か ら逸脱する と い う こ と で しか表現でき ないん じゃないかと思います。

○隈本委員

あるいは、 これを読んでいて思っ たのは、 例えば 2 0 分以上押 し続ける ほ う がいいか ど

う か と い う 臨床試験はこれか らデザイ ンでき ないですまね。 そんな非倫理的な臨床試験は

デザイ ンでき ないから 、 これは永久に ｢ C ｣ のま ま 。

○岡井委員長

これまでにそ う い う こ と は現実に行われてき たわけです。 それで う ま く いっ ている ケー

ス も ある わけです。 ですか ら 、 それでいい冴言 じている 、 それでもでき る 、 大丈夫だと思

っている先生はまだた く さ んいるんです。 しか し 、 実際には 1 0 0 例同 じ こ と をやれば、

何例 ぐ らい悪 く な るか、 その人の場合はたま たま う ま く いっただけで、 証明はでき ないん

ですけれども 、 そ う い う こ と がだんだんわかっ てき ています。 あ る と こ ろで実際に問題を

起こ し、 そ う い う こ と が報告されてき始めれば、 多施設共同の大き な臨床試験をや ら な く

て も わかっ て く る こ と があ る ので、 そ う する と だんだん医療の レベルが上がっ てい く こ と

にな る と 思います。

○水上委員

こ のガイ ドラ イ ンを作成する と き に 、 エ ビデンスの高い レベルがあっ て 、 それが必ず患

者に よ ければ、 それは高い レベル、 ｢ B ｣ 以上になっている んです。 こ の吸引 に関 して ｢ C ｣

であ る のは、 そ う い う データ があ り ませんので、 結局それはコ ンセ ンサス なんです。 学会
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と 医会でつ く っ て コ ンセ ンサス ミ ーテ ィ ングを開いて、 何度も皆 さ んに掲示 して 、 これを

｢ B ｣ も し く は ｢A｣ と し よ う か と した ら ば、 いや、 そんな こ と は言えないん じゃ ないか

な と い う 結果 と して ｢ C ｣ と してあ る んですね。 それは ど う い う 内容が含まれている か と

い う と 、 2 0 分だけれども 、 2 1 分割こ出れば帝王切開をする よ り もいい状態で出せる可

能性 と い う か、 そ う い う 事例も た く さ んあ る わけです。 だけ ど、 我々 はいつ も結果で責め

られます。 2 1 分割こ赤ちゃんを経膣分娩でき て 、 その子が脳性まひを救われた ら 、 勝て

ば官軍で、 我 ら は う ま く やっ て 当然の業界ですか ら 、 褒め られは しませんけれど も 、 出な

く て脳性まひになった ら 、 2 0 分やっ たか らで し ょ う と 言われる わけです。 そ う い う 議論

があっ て ｢ C J になっ てい る んですo現在、 推奨レベルは C と なっ ていますが、 次回改訂

時に これではやは り 危険 と い う こ と であれば、 ま た コ ンセ ンサスが得られればB になる こ

と も十分あ り 得ます。

○池ノ 上委員長代理

でも 、 例えばこ の人に吸引分娩をやろ う とする と 、 その適応になる幾つかのポイ ン ト を

き ちん と担当 医が確認 して 、 吸引でスムーズに出 る だろ う と 思っ てやっ たけれど も 、 出な

い こ と も あ る わけですね。 その際に 、 直ちに帝王切開な り 搬送な り ができ る か、 でき ない

か と い う 地域の医療のシステム と いっ た こ と もかかわっ て き ますよね。 そ こ で、 さ っ き水

上委員が言われた よ う に 、 2 2 分で出る かも しれない 、 帝王切開を今か らする と すれば、

あ と 1 時間はかかる と い う と き に どち ら を選ぶか と い う こ と になっ て 、 問題は吸引の時間

よ り も 、 ほん と う に ち ゃん と した適応があっ てその医師が判断 して 、 それはみんなの判断

と 同 じだっ た 、 だけ ど結果はそ う な った と い う こ と かのほ う が大事だと思 う んですよね。

医療 と い う のはすべてがパーフ ェ ク ト にい く と は限 ら ない部分があ り ますか ら 。 ですか ら 、

経膣分娩を ト ラ イ する と き の判断基準が正 しかったかど う かに議論は しっか り 進めて 、 そ

れが医療行為その も のの評価につながってい く と い う こ と だと思 う 。 さ っ き言われた よ う

に 、 その結果 と して 2 0 分以上かかっ た部分 と そ う でない部分と が将来的には出て く るか

も しれない。 では 、 2 0 分以内に絶対出 しな さ い と 言われて も 出せない環境も ま だある 。

そ こ も あわせて、 システムエラーなのか ヒ ューマ ンエラーなのかも考えない と いけない。

そ う いっ た こ と が総合的に書かれない と 、 その症例の改善につながっ て こ ないんだろ う と

思います。

○宮澤委員

今までの議論を聞いていて 、 推奨レベル ｢ C ｣ と い う のは表現する のは非常に難 しい部
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分だな ら思っ た。 ｢必ず し も実施が勧め られる わけではない｣ と い う こ と 々 こ な る と 、 あ る部

分でやっ て もいいのではないか と い う 部分が含まれている と思 う んですね。 と こ ろが 、 文

章で ｢妥当 な処置 と は言えない｣ と な る と 、 ,駄 目 と い う 意味のほ う が強い と思 う んですね。

そ う なっ て く る と 、 レベル ｢ C J を ｢妥当 な処置 と は言えない｣ と して しま う と 、 考えて

い る こ と と 表現に よ っ て得 られる 内容に大分差が出て き て しま う んではないか。 ｢必ず し

も実施が勧め られる わけではない｣ と い う のだっ た ら 、 ｢妥当 な処置 と は言えない と い う 意

見も あ る ｣ と い う 形にな ら ざる を得ないのではないか。 分かれている と い う 表現が 、 ｢妥当

な処置 と は言えない｣ と い う と かな り 断言的になっ て しま う ので、 レベル ｢ C J の表現の

仕方は、 注意を しない と 、 下手をする と 実施 した医療機関に対する糾問的な形になっ て し

ま う 危険性があ る ので、 ｢妥当 な処置 と は言えない ｣ と い う 表現ではまだち ょ っ と きついの

ではないか と 私は思います。 レベル ｢ C ｣ の ｢必ず し も実施が勧め られる わけではない｣

と い う 内容 と はち ょ っ と そ ごがあ る のではないか と 。

○岡井委員長

これはまた事例の概要を見せてほ しいんだけれ ども 、 途中でやめ るチャ ンスが 1 回あっ

たんだよね。 それか らま たク リ ステ レルを 2 0 分やっ てい る と い う 追加でやっ ている経過

がた しかあっ た。

○是澤 リ ーダー

ち ょ っ と お話 し させていただき ます と 、 こ のケース は 2 0 分引いて 、 2 0 分ク リ ステ レ

ルをやっている んですね。 それでま た 2 0 分やっ ている か ら 、 4 0 分やっている 。

○岡井委員長

2 0 分引いて駄 目 で、 その後また さ ら に ク リ ステ レルをやっ ている 。

○宮澤委員

4 0 分やっ て対処 しているんだ。

○是澤 リ ーダー

ですから 、 完全に よ く ないんですよ 。

○岡井委員長

同 じガイ ドラ イ ンの ｢ C ｣ であ っ て も 、 違反の レベルが相当激しいんです。 だか ら 、 ｢ C J

であっ て も よ く ない と い う 話にな る 。

○是澤 リ ーダー

逆にガイ ド ラ イ ンの レベル ｢ C ｣ を こ こ に適用 して妥当性がある 、 ない と 判断する よ り
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は 、 これを除いて しま って 、 2 0 分、 2 0 分で 4 0 分も 吸引 を したか ら 、 これはよ く ない

と判断したほ う がいいん じゃないか と 思 う んです。

○宮澤委員

それだっ た ら納得ができ る と思 う んですね。 我々 が よ く やっ ている例でも 、 ク リ ステ レ

ルでやっ ていて、 も う 少 しで出 る ん じゃ ないか と い う こ と で 2 0 分をち ょ っ と超えて繰 り

返 した と い う のは よ く あ る事例で……。

○岡井委員長

それはその と お り で、 みんな大体すぐ出 る だろ う と判断する 。 ほん と う を言 う と 、 その

判断のほ う が間違いなんだけれ ど も 、 医療評価と な る と 、 こ う い う 評価も しな く ち ゃいけ

な く な る 。

○楠田委員

今はク リ ステ レル と い う かな り 特殊な話ですけれども 、 ち ょ っ と だけガイ ド ラ イ ンの コ

ンセ ンサス を こ の委員会 と して と っ ておいたほ う がいい と思 う んですよね。 ガイ ドライ ン

と い う のは、 ご質問があった よ う しこ 、 エ ビデンス と 推奨レベルと は別ですよね。 エ ビデン

スがある か ら推奨レベルが高いわけではないですよね。 例えば、 我々 が よ く 使 う 例は、 消

毒 してか ら採血する。 その こ と “まだれもエ ビデンス を比較試験でやっ た人なんていないで

すけれど も 、 すべての人が認める標準的な治療だか ら 、 エ ビデンス はないけれ ども推奨度

は一番いいですよね。 逆に 、 エ ビデンス はあ る けれど も 、 ほんの少 しの有意差で推奨度が

低い も の も あ る 。 今回、 産婦人科診療ガイ ド ラ イ ンは ｢A ｣ 、 ｢ B ｣ 、 ｢ C ｣ と い う 分け方で

すけれども 、 基本的にはエ ビデンス の レベルが どの ぐ らいあ り 、 推奨では どの ぐ らい と い

う のがガイ ド ライ ンの考え方なので。

○岡井委員長

う ちのガイ ドラ イ ンの ｢A｣ 、 ｢ B ｣ 、 ｢ C ｣ はエ ビデンス レベル…… 0

0楠田委員

それは統一指標ではないんですよね。

○水上委員

いや、 これは冒頭に書いてあ り ますけれども 、 必ず し もエ ビデンス レベル と 一致させて

いない と い う のが こ のガイ ドラ イ ンの特徴です。

○楠田委員

だか ら 、 こ の ｢A｣ 、 ｢ B ｣ 、 ｢ C ｣ は 、 全部推奨は推奨ですよ ね。 その程度が ｢A ｣ 、 ｢ B J 、
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｢ C ｣ の順であ る 。 エ ビデンス に関 しては、 こ の内容を読めば妥当性が書いてあ る 。 だか

ら 、 必ず し もエ ビデンス レベル と は限 ら ない と い う こ と ですね。

○水上委員

ぇぇ。 コ ンセ ンサス も入れてあ る 。 それか ら 、 実行可能性ですれ 例えば、 それは必ず

MR I を全例にやっ たほ う がいいけれ ど も 、 実際に コ ス ト パフォーマンスや地域特性に よ

っ てそ う いっ た こ と が可能かど う か と い う 問題も あ り ますので、 実行可能性と 医療経済性

と エ ビデンス レベルと コ ンセ ンサスが加味されている のが こ の ｢A｣ 、 ｢ B ｣ 、 ｢ C ｣ です。

○楠田委員

と い う こ と は 、 一応、 我々 はすべて統一 した意見を持っ て考えたほ う がいいん じゃ ない

ですかね。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 ガイ ドライ ンは 、 こ の評価の 中では相当引用 される し 、 それ

を基準に考える こ と にな る と 思いますので、 その推奨レベルに対する考え方も しっか り し

ておかない と いけないですね。 はい 、 お願い します。

○木下委員

ガイ ドラ イ ンの話で、 ち ょ っ と 前の話に戻っ ちゃいますけ ど 、 例えばア ト ニン- ○の点

滴開始速度が 5 倍 ぐ らい早かっ た 、 こ う いっ たのはガイ ドラ イ ンか ら して適切ではない と

云われます。 そんな こ と はない と思います。 これは維持量です。 5 ミ リ リ ッ トルで始めた

と して も 、 そんなに適切 じゃない と は思えません。 ですか ら 、 ガイ ドラ イ ン どお り 、 速度

は こ の濃度か ら始めない も のはみんな適切ではない と は云えないと思います。 日 常的には

こ の程度か ら始め る こ と は よ く あ る話です。 従っ て 、 何で も ガイ ドライ ンか ら外れた と し

て も 、 非常に狭い範囲の開始量でなければな ら ない と い う こ と にな る と 、 厳 し く な り ます。

○水上委員

こ の症例に関 しては、 こ の こ と は直接、 全 く 関係ないんですよね。 だか ら 、 こ の医療行

為 自体は適切でない と 書いて も 、 別にそれが本件の 、 例えば脳′性まひ と は関連がないわけ

ですね。 だけ ど 、 も し 、 例えばこ の と き に過強陣痛が出ていて、 それがガイ ドラ イ ンに反

していた ら 、 必ずその こ と を追及 さ れる わけですよ 。 ですか ら 、 必ず薬剤の使用 に関 して

“涛添付文書にのっ と っ て使用 しなければな ら ない と い う こ と は、 今後 、 会員に徹底 したほ

う がいい と思 う んですね。 そ う いっ た意味で、 ガイ ドラ イ ンに書いてあっ た留意点にも 出

されて載っ ている 、 それか ら 、 逸脱 して使っ た使用法に関 しては、 も し不都合が起こ っ た
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場合は責任があなたにあ り ますよ と い う こ と は 、 やは り 強烈なメ ッセージ と して出 し続け

ていかな く ち ゃいけない と思います。

○木下委員

おっ しゃ る こ と は よ く わか り ます。 現実的な話 と しては 、 仮に過強になった と こ ろで、

通常は点滴量を下げればいいわけですか ら 、 確かに真意 と してはその と お り ですが 、 望ま

し く は 、 ガイ ドラ イ ンに従ったほ う がいい と い う レベルだと思います。 適切ではない と い

う こ と は、 かな り きつい意味にな り ます。 ガイ ドライ ンの意味合いか らする と 、 それに全

て従わねばな ら ない と い う こ と " こ な り ますので、 やは り 適切ではない と い う 表現ではない

方が よい と 思います。

○岡井委員長

だか ら 、 さ っ き その議論を した と思 う んですけ ど 、 そ こ はガイ ド ラ イ ンの基準を遵守 し

ていない と い う ふ う に 、 そのま ま正確に書 く 。

○木下委員

そ う ですけ ど も 、 適当ではない と い う 表現がやは り 気にな り ます。

○岡井委員長

それは先生、 今、 水上先生が言われた こ と の繰 り 返 しにな り ますが 、 添付文書に出てい

る の と違 う 容量でやっ て 、 それで何か問題が起こ っ た と き は 、 特別な理由がない限 り 、 絶

対責任を問われる わけです、 使用 した医師が。 あ る程度医療 レベルの高い人が 、 ガイ ドラ

イ ン と か一般的な標準よ り も さ ら に上だか ら 、 も う ち ょ っ と いろんなア ド リ ブを入れた り

して も対応でき る 医師は、 それでも ち ろんいいんですよ 。 で も 、 問題を起こ した と き に 、

必ずそ こ の と こ ろは問われる ので、 日 本産婦人科学会の会員には徹底 してそれを守っ て も

ら う よ う に したほ う がいい と僕は思いますけ どね。 添付文書に書いてあ る以外の使い方は

絶対にする な 、 する と き はちゃん と した理由 の、 あ る場合に限っ て く れ。 そ う い う ふ う に

いかない と 、 レベルの高い人はでき る んです、 ア ド リ ブで適当 に。 で も 、 必ず し もそ う じ

ゃな く て 、 そ う い う や り 方でいいよ と 安易に考えている人がいて 、 自 分でチェ ッ ク も しな

いで看護師さ んにあ と 見て も ら っ ていた ら 、 気がつ く のが遅い と か、 それで結局事故につ

ながっ ている と い う ケース も あ る わけですか ら 。

○木下委員

おっ しゃ る こ と は よ く わか り ます。 ただ、 先ほ どの レベルが幾つかあ り ま した よね。 あ

あいっ た こ と は適切でない と い う こ と は、 極めて重い こ と と な り ます。
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○岡井委員長

あの表現は よ く ない 、 だか ら変える ? 。

○木下委員

そ う い う 意味では、 望ま し く は 、 これに準 じたほ う が よい と い う こ と ではないかな と 思

います。

○岡井委員長

ガイ ドライ ンの基準を守っ ていない と 、 基準 どお り でない と い う 表現にする 。

○木下委員

そ う ですね。適切 じゃない とする と 、 ガイ ドラ イ ン以外は認めない こ と と な り ますので、

多少幅を持たせたほ う が よい と い う 意味です。

○岡井委員長

はい。 適切でない と い う 表現は しないですね。

○池ノ 上委員長代理

こ こ では、 適切でない と は使わないほ う がいい。

○木下委員

そ う です。

○池ノ 上委員長代理

ガイ ド ライ ン と 異なる と い う よ う な こ と でお さ めればいい。

○岡井委員長

基準の投与量 と は違 う と い う こ と を き ち っ と 書 く と 。

○松 田委員

少な く と も こ のガイ ドラ イ ン と い う のは、 2 0 0 8 年の レベルで十分に コ ンセ ンサスが

得 られた も のである と い う と こ ろの前提だけ ども 、 その中身を見る と 、 ほん と う にエ ビデ

ンス に足る よ う な も のはほ と ん どない。 こ の検討会に く る よ う な事例は、 先ほ ど言われま

した よ う に 、 大規模試験は、 今後も絶対にでき ないで し ょ う か ら 、 それはコ ンセ ンサス を

積み上げる しかないんではないです。 その結果、 こ のガイ ドラ イ ンが改訂される と き には、

今度は ｢ C ｣ が ｢ B ｣ にな る 。 その ｢ B ｣ にな る と い う のは、 た く さ んのエ ビデンス 、 事

例が集ま って 、 やは り そ う だ と い う のがわかっ た と い う こ と で、 レベルア ップ されてい く

わけです。 我々 にはバージ ョ ンア ップ していかなければな ら ない と い う 義務も あ る と思い

ます。
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○楠田委員

やっぱ り ガイ ド ライ ンを も う 少 し 、 いろいろ皆 さ んの考え方を統一 しておいたほ う がい

いんですけ ども 、 ガイ ドラ イ ン と い う のは、 私は よ く 、 これがほん と 効こ正 し く 伝わ る か

ど う かは別なんですけ ど、 例えば どっ かか ら どっ かに行 く と き は、 カーナ ビゲーシ ョ ンっ

て最近使われる方が多いですよね。 そ う する と 、 最短ルー ト を出すんですよね。 で も 、 そ

れが例えばガイ ド ラ イ ンみたいな も のですね。 で も 、 ほん と う は も っ と いい道がある かも

しれない。

○岡井委員長

も っ と いい道があ る 。

○楠田委員

でも 、 その最短塾レー ト で示 したカーナビの と こ ろ を行かない と いけない と い う 別に我々

は義務はないけ ど も 、 それ以外の道を通る な ら ば、 それな り の道を 、 やっ ぱ り 土地勘がな

ければ行けないですか ら 、 決 してそれを通 ら ない と いけない と い う わけ じゃないけ ど も 、

それを外す と き には、 それな り に我々 は理由 を問われる と 。 だか ら 、 やっ ぱ り それな り に

ガイ ドラ イ ンを守る と い う こ と が普通で、 守 ら ない と い う こ と むこ対 して何らかの我々 は説

明責任がある かな と 、 そ う い う ふ う に思います。

○水上委員

その こ と に関 して も 、 こ のガイ ドラ イ ンの 冒頭に入れたんです。 ですか ら 、 ｢ B ｣ 以上の

こ と に関 して 、 それを しない場合にはイ ンフォーム ド コ ンセ ン ト を必ず と っ て く だ さい と 。

ガイ ドラ イ ンには こ う な っていますけ ど も 、 う ち は こ う い う 理由でそれを しな く て もいい

ですか と 。 患者は、 いや、 先生にお任せ します、 先生ので結構ですと 。 そ う い う ふ う にや

って 、 それを文書にでも と っておけば、 そのガイ ド ラ イ ンにのっ と っていない診療に対し

て非を責め られる こ と はあ り ません。

○岡井委員長

あ と 、 合理的理由がない と いけないん じゃ なかっ たっ け 、 ガイ ド ラ イ ン以外のや り 方を

やる ためには。

○水上委員

だか ら 、 患者 さ んが納得すれば、 患者 さ ん と 医師の契約 と い う こ と でいいん じゃ ないか

と思います。

○岡井委員長
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納得すれば、 ち ゃん と した医学的理由 はな く て もいいんですか。

○水上委員

結局、 それはそ う い う こ と だ と思います。 患者 さ ん と の契約関係の問題。

○楠田委員

でも 、 それは医学的な判断の理由 が 、 先生、 い る ん じゃないですか。

○岡井委員長

やっ ぱ り 合理的な理由がな く ちゃ駄 目 じゃ ないですか。

○楠田委員

合理的な理由があ り 、 患者 さ んが納得 じゃ ないですか。

○岡井委員長

う ちの病院の特殊性 と かも あ る か も しれない。

○水上委員

だけ ど、 それは難 しい問題だと思 う んですよ 。

○岡井委員長

これに関 しては、 こ う い う 考え方を 、 私たちのデータ を以って 、 こ う い う や り 方でやっ

ている と 、 う ち の病院は。

○池ノ 上委員長代理

でも 、 基本的には、 ガイ ドラ イ ン違反はペナルテ ィ は伴わない と い う のが基本的な考え

方ですよね。

○岡井委員長

どの レベルでペナルテ ィ があ る の ?

○池ノ 上委員長代理

も しガイ ド ライ ンか ら外れた と して も 、 先ほ どの話の繰 り 返しですけ ど も 、 それな り の

合理的な理由があっ て 、 お互いの コ ンセ ンサスでその こ と をや られたのであれば、 それは

ペナルテ ィ を問われない。

○岡井委員長

それはそ う です。 理由があっ て 、 コ ンセ ンサスがある 。

○池ノ 上委員長代理

マニュ アルは、 これはかな り ペナルテ ィ に近い と こ ろがあ る わけですよ 。 必ずこ う して

く だ さ い 、 あ あ して く だ さ い と 。 だか ら 、 ち ょ っ と こ こ に も書いてあ り ますけ ど、 マニ ュ
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アル と ガイ ド ラ イ ンの使い分け と い う のは、 かな り 神経質にやったほ う がいいん じゃ ない

か と 思 う んですけ ど も 、 マニ ュ アル と ガイ ドライ ンの違い と い う のを も う 少 し コ ンセンサ

ス を しっ か り したほ う がいいん じゃ ないですか。

○楠田委員

先生おっ しゃ る よ う に 、 ガイ ドラ イ ン と い う のは、 あ く ま で もガイ ド ラ イ ンですね。 大

き な道を示す と 。 そのガイ ドラ イ ンの 中で、 例えばこ の施設ではこ う する と か、 例えば人

員が こ う だか ら こ う する 、 だか ら こ う い う と き には こ う する と 細か く 決めたのがマニュ ア

ルですよね。 マニュ アルは施設の決め事なので、 通常はそれに従 う 。 だけ ど、 ガイ ド ラ イ

ンは、 別にそれ以外の道を通る こ と は裁旦堅 だけ ど も 、 通 る以上は、 それな り の医学的な

判断と 、 それか ら患者さ んに十分説明 し、 納得 している と い う 、 そ う い う 必要性がある と

い う のがガイ ドラ イ ンですね。

○隈本委員

1 つだけ 、 議事録に残る のでちゃん と 言っ ておき たいんですが、 イ ンフォーム ドコ ンセ

ン ト と い う のは、 医者が説明 して 、 患者がそれに合意する と い う だけではな く て 、 患者 さ

んに医学的根拠を示 して 、 それについて患者さ んが納得 して 、 それに同意する と い う こ と

ですか ら 、 医学的根拠はないけ ど 、 イ ンフ ォーム ド コ ンセ ン ト が と れた と い う のはあ り 得

ない こ と だと思います。 だか ら 、 今ガイ ドラ イ ン違反をする にあたっ て 、 それな り の医学

的根拠と か、 自 分の信ずる と こ ろ を説明 して 、 それが妥当 な説明であっ た と き に初めて妥

当なイ ンフォーム ド コ ンセ ン ト が成 り 立つのであっ て 、 単に言い く る めた と い う のではイ

ンフォーム ド コ ンセ ン ト ではないので、 だか らそ こ は厳密に。 何 ら かの根拠があって 、 そ

のガイ ドラ イ ンは今回適用 しません と 、 その こ と について医学的な、 あ るいはお医者さ ん

の信ずる と こ ろの説明があっ て 、 それがフ ェアな説明で、 う そ じゃなければ、 イ ンフォー

ム ド コ ンセ ン ト が成立 して認め られる と い う こ と ですよね。

○宮澤委員

イ ンフォーム ド コ ンセン ト は、 基本的には患者の選択の問題なので、 選択 と い う のは合

理性のある も のの中か ら選択する んであっ て 、 非合理的な も のか ら選択 していい と い う わ

けではないんですね。 したがって 、 医学的合理性のあ る と い う のが根底になければいけな

い と い う こ と です。 それは少数派にな る か、 多数派になる かは別問題と して と い う こ と で

す。

○隈本委員
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別 と して。 はい。

○楠田委員

それ と 、 今のそれで、 違反をする と い う と 、 何かほん と 訓こ違反みたいですけ ど も 、 ガ

イ ドラ イ ンを逸脱する と い う か、 ガイ ド ラ イ ン以外の治療法を と る と い う のは、 あ く ま で

患者さ んに と っ て こ のほ う がいい と 判断したか ら である ので、 ガイ ドライ ンをわ ざわざ違

反 しよ う と い う ん じゃ な く て 、 よ り 医療を よ く し よ う と い う こ と で、 たまたまそれがガイ

ド ラ イ ン と は違った と 。 だか ら 、 医学的に こ のほ う が妥当 だ と い う こ と で説明 して 、 そっ

ちをやろ う と い う こ と です。

○木下委員

先ほ ど適切でない と い う 言葉が強い と言っ た意味は、 例えば安全限界を超えてい る よ う な

量を最初か らやる と すればこれは問題である と思います。 基準をつ く った と き に 、 安全を

見越 してほ と ん ど反応 しない量か ら始めま し ょ う と い う こ と で決めた量です。 従っ て 、 実

際には 5 ミ リ リ ッ トルか ら始めて も安全なわけです。 ガイ ドラ イ ンに従 う こ 割まその と お

り ですが 、 実際には こ の基準よ り 多量めでは じめて も 、 適切ではない と い う よ う な表現は

当た ら ない と思います。 従っ て 、 基準から外れた ら適切でない と言わな く て もいいん じゃ

ないかと思います。 つま り 、 も う 少 し幅を持たせて もいい と思います。

○岡井委員長

先生言われる こ と はわか り ますけ ど、 こ こ の原因分析委員会では、 そ う い う 問題点を指

摘すべき だと思 う んですよ 。 5 倍は大丈夫だと いっ て も 、 5 倍やっていれば、 中 には問題

を起こす人がいるんですよ 、 いき な り やる ので。

○木下委員

で も こ の場合は、 そ う な ら ない と思います

○岡井委員長

それをき ちん と 見てて、 それに対応でき る な らいいんですけ ど、 でき な く も それでいい

んだ と 思い込んでやっ ている人がいる わけですか ら 、 それに対 してき ちっ と 何 ら かの こ と

を言っ ていかない と いけない と 思います。

○宮澤委員

おそ ら く 木下先生が言われている のは 、 適切ではない と い う 言葉がきつすぎる んではな

いか。

○木下委員
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その と お り です。

○岡井委員長

だから 、 そ こ は変えます と 。 これはだか ら ……

○宮澤委員

それはわか り ますので、 その意味では、 例えばア ト ニ ン- ○ の 、 これは 陣痛が誘発 さ

れた事実はない｣ と い う と こ ろで切っ て 、 なお 、 ガイ ドラ イ ンでは〉点滴は 5 ミ リ リ ッ ト

ル/ア ワーが推奨されている と い う 。

○木下委員

望ま しい と かね、 その辺の レベルで表現でお願い致 します。

○宮澤委員

望ま しい と されている と い う ふ う も こ されていれば、 あっ 、 これは望ま しい と さ れている

の と違いがあ る んだ と い う こ と がわかっ て 、 考え る材料にはな り ますか ら 、 適切ではない

と い う と こ ろが 、 ガイ ド ラ イ ンはそ こ までいっ ちゃ っ ていいのか と い う 問題があ り ますか

ら 、 その意味では、 ガイ ド ラ イ ン と しては、 こ の よ う " こ書かれてい る と い う こ と を指摘す

ればいいのではないかな と 思います。

○木下委員

その よ う な趣旨で申 し上げま した。

○鈴木委員

ただ、 個別の事案で医学的に評価する と い う こ と ですか ら 、 一般論ではあま り 妥当 しな

い と思います し 、 それか ら 、 子宮収縮剤が絡んだ医療事故 と い う のはかな り の比率である

わけですよね。 医療現場の人たちはそれを ご存 じだと思いますけ ど、 その意味で、 子宮収

縮剤の使い方について一般に警告する と い う こ と は極めて重要な こ と ですから 、 そ う い う

意味を込めて 、 適切でない と い う こ と については意義があ る ので、 つま り その必要性 と い

う か、 意味、 重要性がある ので、 そ う い う と こ ろ を き ちん と議論 していっ て 、 言葉を選ん

でい く と い う こ と だろ う と い う ふ う に思 う んですね。

○村上委員

かな り 医学的言脚価 と い う のは難しい 、 私、 こ の事例を読んでいて〉点滴を される産婦さ

ん と い う のがほ と ん ど見えていないので、 その症状を訴え る こ と がないんですね、 こ の事

例を全部見ていっ た と き に。 今言っ た よ う 々 こ 、 最初か ら 、 オキシ ト シンを開始する と き か

ら 3 0 ミ リ リ ッ ト ル入れる と い う のは 、 普通あ り 得ない 、 多分基本的にはない と思 う んで
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ず。

○岡井委員長

相当多いですよ 。 わ ざ と 多 く つ く っ てあ る 。

○村上委員

最初はき ち っ と したガイ ドラ イ ンに沿って量を入れていき なが ら 、 産婦 さ んのそれに対

する反応 と い う のを常に観察を しなが ら 、 それを医師 と情報を提供 しなが ら 、 こ の量でも

すご く 刺激が大き い と い う 、 そ う い う こ と が こ の事例か ら は読み取れないんです。 だか ら 、

かな り 無理な形で医学的評価をすべき状態になっ ている かな と 。 そ こ にい る本人の状態が

あっ て 、 その薬が ど う 効いて 、 それで先生たちが どの よ う るこそれをア ップしてい く のか と

い う 、 そ こ の と こ ろが しっ か り しない と 、 多分わか ら ない と思 う んですね、 実際の事例を

公開 して も患者さ んたちにはわか ら ないだろ う な と 、 限界だと思 う んです。 今の議論はす

ご く 重要なんですけ ど も 、 そ こ が こ の模擬事例の中に入っ ていない と こ ろに 、 限界の 中で

今……。 そ う する と 、 今 、 杓子定規に こ う だ、 こ う だ と い う 形に分類を してい く しかない

と い う も どか し さ は 、 私はち ょ っ と そ う 感 じま した。

○岡井委員長

わか り ま した。 薬を使っ た時にその反応を見る と か、 子宮収縮促進剤であれば収縮の状

態 と かを観察 してき ちっ と やっ ていけば、 量を大まかに設定 して も調節を新たにでき る と

い う 、 そ う い う 問題も ある し、 患者 さ んの状況を見て量を調節する のは当た り 前なんです

が、 それはそれ と して 、 やは り 基準は守る と い う こ と をやって も ら わない と いけない と思

います、 私は。 その こ と が も し守 られていない と き は、 こ こ で、 そ う い う と こ ろが守 られ

ていない と い う こ と を ちゃん と 指摘を したい と思います。 そ う やっ てや ら なかっ たか ら 、

今まで現実に事故が起こ っ ている わけですか ら 。 先ほ ど鈴木委員か ら あ っ た よ う に 、 やっ

ぱ り 収縮促進剤に よ る事故はも のすご く 多いんです、 現実に多いんです。 昔 も プロ ズタ グ

ラ ンディ ン と オキシ ト シンを一緒に使っ ちゃいけない と あ る一部の人は言っていたけ ど、

みんなはそ う 思わない 、 自 分は両方使っ ていても 問題がないか ら と ずっ と やっ ていて、 そ

れは、 それこそ先ほ どの不適切 と は言えない と い う 範囲に入ってき ていたわけです、 多 く

の人が使っ ていたか ら 。 で も 、 やっ ぱ り ち ょ こ ち ょ こ事件が起こ って 、 そ う い う こ と が集

ま っ て く る と 、 やっ ぱ り やめま し ょ う 、 安全性を重視する な ら こ う しま し ょ う と い う のが

でき ているわけですか ら 、 これは 、 やっ ぱ り 私たちはそれをやめま し ょ う と い う 方向に も

っ ていかない と いけないですね。 そ う い う 意味では、 ガイ ドラ イ ンをつ く っ た 目 的は、 エ
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ビデンス のある事項は と も か く 、 ない も のであっ て も 、 今までの経験か ら 、 よ り 安全な方

向を 目 指 してい く にはみんなでこ う しま し ょ う と い う 基準を作る こ と ですか ら 、 それがあ

ま り 厳 しいか ら守 ら ないでい こ う と い う ん じゃ まずい と思 う し 、 こ こ の原因分析委員会が 、

ガイ ドラ イ ンを軽視した結論を出 した ら まずい と思います。

○隈本委員

1 つ 、 こ の文章を読んで理解 して も ら う と い う 立場から考えます と 、 こ のガイ ドラ イ ン

の文章その も のの 中に 、 あ るいはこれを引用する と き には、 必ず レベル ｢A｣ だ と か ｢ B ｣

と か ｢ C ｣ と かい う のを書いたほ う が 、 括弧書き でも 、 ま た括弧書き の問題な り ますけ ど 、

括弧書き でも入れたほ う がいいん じゃ ないかな と い う 印象があ る んです。 それは 、 つま り

世の中の多 く の人たちは、 ガイ ド ラ イ ンに書いてある こ と に重みづけがあ る と い う こ と 自

体を ご存 じないかも しれない し 、 それか ら 、 その条文が ｢A｣ なのか、 ｢ B i なのか、 ｢ C ｣

なのか と い う こ と で、 こ のガイ ド ラ イ ンをまた手元に持っ て参照 してい ら っ しゃ る方もい

ら っ しゃ ら ない と思 う んですよ 。 そ う する と 、 こ の報告書の中に 、 ガイ ド ラ イ ンを引用す

る と き には 、 それが推奨度が ｢A｣ なのか、 ｢ C ｣ なのか と い う こ と を必ず書 く よ う に した

ほ う がいい よ う な気が しま した。 皆 さ んの議論を聞いて僕はよ う や く 納得がいっ てき たん

ですけ ど も 、 報告書を初見で読んだ方に理解 して も ら う た めには、 そ う い う こ と も必要か

な と思 う んですが。

○岡井委員長

ガイ ドライ ンに こ う あ る と い う のを記載する と き は、 必ずそれを書 く と 、 推奨レベル ｢A｣

カ コ 、 ｢ B ｣ 力 ＼ ｢ C ｣ か。

○池ノ 上委員長代理

だか ら 、 こ こ を も う 、 ｢ こ のため過強陣痛が誘発 された事実はない｣ で切っ ちゃ っ て 、 あ

と 2 行の開始速度はガイ ドライ ン ｢ C ｣ と して こ う なっ ている と い う よ う な こ と を書けば

いいん じゃ ないですかね。 その と き に 、 注かなんかに ｢A｣ 、 ｢ B ｣ 、 ｢ C ｣ の こ と を ど こか

で書かない と いけないかも しれませんけ ど もね。

○岡井委員長

報告書の中に、 ガイ ド ラ イ ンに こ う 記載があ る と い う こ と を記述する部分では、 必ず推

奨レベルが ｢A ｣ であ る か、 ｢ B ｣ であ る か、 ｢ C ｣ であ る かを入れてい く と い う こ と でい

いですよね。

○隈本委員
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はい。

○岡井委員長

ま だまだ議論がある と思 う んですが 、 今 日 、 幾つかご指摘いただいた点は も う 一度整理

して 、 次の と き に 、 出 します。 木下先生、 適切ではなかっ た と い う 表現を変えたの をつ く

り ますので。

こ こ の項は終わ り みこ して 、 次にいき たい と思います。 あ り が と う ご ざいま した。

それか ら 、 最後の 5 のあいまいな表現は しない と 、 これはいいですよね。 ｢考え られる ｣

｢思われる ｣ じゃ な く て 、 あ る程度これだ と い う ふ う に判定を く だす と 。

○鈴木委員

ち ょ っ と ご質問を したいんですが、 こ の評価 していない と い う こ と そ こついては、 評価を

する と い う 、 要する にぼか している から 、 も っ と ち ゃん と評価すべきだ と い う ご提案なん

ですね。 そ う い う 意味ですね。

○岡井委員長

そ う い う 意味です。 私 も ち ょ っ と 何だかよ く わか ら なかった。 そ う い う こ と です。

○鈴木委員

それか ら 、 あいまいである と い う 評価も 、 あいまい性をな く す と い う こ と をいっ ている

んですね。

○岡井委員長

な く したいので、 こ う い う 表現は しない。

○鈴木委員

つま り 、 線を引いた よ う な持って回っ た言い方をやめる と 、 こ う い う こ と なんですね、

簡単に言えば。

○岡井委員長

はい。

○鈴木委員

それから 、 仮定条件を も と そ こ した用語 と い う のは、 その事案、 事案みこ よ っ て仮定の言鮖価

を しなければいけない事案も あ り 得る と い う こ と は前提になっていますね。 つま り 仮定の

表現は全部いけない と い う こ と ですね、 言 う と 。 例えば脳性まひの原因がAかB かである

と 。 Aだ と すれば と い う ふ う に言っ ちゃいけない とする と 、 B だ と すればも言っ ちゃいけ

ないので、 何だかわか ら ない と い う こ と で、 そ こ か ら 出て こ ない と い う こ と にな り ますよ
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ね。 だけれ ど も 、 Aだ と すればこ う い う こ と が必要だ し、 B だ と すればこ う い う こ と が必

要だ と い う こ と なので、 仮定の条件に基づいた用語と い う のは 、 やっ ぱ り 必要な場面があ

る と い う こ と を念頭に置いて、 こ の仮定の条件を使 う のカ澁吏わないのか と い う こ と を議論

しなければいけないだろ う と い う ふ 効こ ,思 う んですね。 そ こ だけ確認 しておいていただき

たいな と 思います。

○岡井委員長

そ う ですね。 ど う して も仮定を置かない と 議論でき ない場合も あ り ますので、 そ う い う

例外的な も のは除く 。 ただ、 仮定に基づいた議論ばっか り にな る と 、 ま た これが医学的評

価と 異なっ ていき ますので、 そ こ を も う 少 し表現を変えて こ こ を整理 したい と思います。

あ り が と う ご ざいま した。

次は用語の解説のほ う ですね。 結論だけお願い します。 時間が大分すぎてますので。 こ

の後、 公開の仕方の議論がある と こ ろなんで、 時間を と り たい と思いますので。

○後技監

それでは 、 本 日 の参考資料 1 ですけれ ど も 、 参考資料 1 の中には、 これは 1 つのホチキ

ス で と じてあ り ますけ ど も 、 中 に案の 1 か ら案の 5 までに分かれてお り ますので 、 上か ら

ご らんいただき ま して 、 それぞれ違 う 点は、 案の 1 と 途中に括弧があっ た り 説明があった

り はあ り ません。 最後に詳 しい解説があ り ます。 案 2 あた り が出て こ られま した らお気づ

き にな られる と 思 う のですけれ ど も 、 案の 汲ま、 項 目 ご と に解説があ る と い う も のです。

それか ら 、 案の 3 は、 これは段落ご と に簡単な解説があっ て 、 最後に詳 しい解説があ る 。

案の 4 は 、 括弧が出てまい り ます。 最後 、 案の 5 は 、 1 に似ている のですけれ ど も 、 案の

5 の詳 しい解説は別冊にする と 。 つま り 2 つ と も テーブルの上に置いて両方眺め られる 、

本文も解説も 眺め られる と い う も のです。 そ して 、 事前に委員の先生方に ご意見を伺った

と こ ろ 、 案 5 がいい と い う ご意見が一番多 く て 、 回答があっ た 1 6 名 の う ち 1 1 名 、 7 割

方を 占めま した。 それか ら 、 残 り 4 名 は案の 4 と い う こ と であ り ま した。 そ こ で、 案の 5

で始めてはいかがか と 思ってお り ます。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 これは さ んざん議論 してき た こ と ですので 、 多数決で決めた

い と思います。 1 6 人の う ち 1 1 名 が支持 して く れた案 5 を採用 します。 案 5 は用語集 と

い う のが別にあ り 、 報告を読みなが ら わか ら ない と き はそ こ を見れる と い う ふ う になって

いる 、 こ う い う や り 方でいき たい と思いますので、 お願い します。 も ち ろん これでやっ て
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みて 、 何か不都合が出た らいつでも変えま し ょ う 。 こ う い う 用語の解説をつけ 、 その と き

別冊 と して隣でいつでもそれが見える と い う ふ う るこ し よ う と い う こ と です。 あ り が と う ご

ざいま した。

それでは 、 次は報告書の公表の件について 、 お願い します。

○後技監

公表ついてですが 、 本体資料でいいます と 3 ページにな り ます。 それか ら 同時に見てい

ただき ます資料が参考資料の 2 にな り ます。 こ の両者を見ていただき ますよ う にお願い し

ます。

本f應資料 3 ページですけれ ど も 、 3 ) 原因分析報告書の公表ですけれ ども 、 まず 1 段落

割こ書いてあ り ますのは、 原因分析報告書の 目 的であ り ま して 、 原因分析 して再発防止策

や再発防止に向けての課題を提言 して質の向上を図っ てい く と 。 それか ら 、 児 ･ 家族、 分

娩機関にフ ィ ー ドバ ッ ク して理解を深めて早期解決を図っ てい く と い う こ と が書いてあ り

ます。

そ して次の段落、 ｢そ して ｣ か ら始ま る と こ ろですけれども 、 産科医療の発展のため と い

う 目 的が 1 つ と 、 それか弱透明性を図 る と い う 目 的が 1 つ と 、 こ の 2 つを 目 的 と して公表

する と い う こ と が議論されてき ま した し 、 課題 と も なっ てお り ます。

そ こ で公表の内容であ る と か方法、 4 ページにまい り ますけれど も 、 整理を してお り ま

す。 まず 4 ページの ( 1 ) の公表の内容でございますが 、 こ こ で個人情報保護への配慮は

前提と い う こ と でご理解いただき たいのですけれど も 、 案を 3 つ考えてお り ます。 簡単に

申 します と 、 案 1 は全文公表 と い う こ と 姦こ な り ます。 それか ら 、 案 2 は概要版を公紘そ と い

う こ と にな り ます。 案の 3 は折衷案 と い う こ と をこな り ま して 、 事例の概要だけは要約 して

縮めますが、 残 り の部分は、 脳｣性まひ発症の原因か ら 医学的評価、 今後の医療向上のため

の検討事項、 これ ら を全文公表する と い う こ と にな り ます。 ですか ら 、 ボ リ ュームは 1 が

一番大き く て 、 3 が次で 、 2 がかな り 小 さ い、 こ う い う こ と にな り ます。

実際に参考資料 2 で見ていただき ます と 、 最初のページか ら 、 下に小 さ いページがふ ら

れてお り ますが 、 それで 1 2 ページに至る までが案の 1 をこな り ます。 全 1 2 ページ と い う

こ と にな り ます。 そ して 、 中 ほ ど も こ 、 下に小 さいページが付されていない 1 枚の紙があ り

ます。 これが案の 2 で概要版 と い う こ と にな り ます。 ですか ら 、 これです と 2 ページにな

り ます。 先ほ どの全 1 2 ページが 2 ページになっ た と い う こ と であ り ます。 そ して残 り が

案 3 で折衷案にな り ますが 、 これは全 7 ページ と い う こ と にな り ます。 それぞれのメ リ ッ
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ト やデメ リ ッ ト につき ま しては、 本体資料のほ う 々 こ案 3 までをま と めま したけれ ど も 、 簡

単に 申 します と 、 透明性が高 く なっ た り 低 く なっ た り 、 資料的な価値が高かっ た り 低かっ

た り と か、 それか ら 、 ボ リ ュームが多い と掲載する のが大変だ と か、 読みに く い と か、 そ

れか ら 、 あま り ボ リ ュームが多い と 、 こ の事例の当事者の保護者の方はお気持ち と して抵

抗感が強 く な る のかも しれない と い う こ と があ り ます。 それか ら 、 全文の と こ ろは当然マ

ス キ ングを行います。 ですか ら 、 個人情報やそれに近い情報は黒塗 り にな る と い う こ と に

な り ますが 、 どの部分をマス キングする か と い う ルールをつ く ら ない と いけなかっ た り 、

マス キング漏れはない と思いますも のの 、 マス キング漏れの懸念も残る と い う こ と でござ

います。 こ う い う こ と でメ リ ッ ト 、 デメ リ ッ ト を対比表 と して整理 してお り ます。 その中

の ど う い う 公表にするか、 ご審議をお願い したい と い う こ と でございます。

それか ら も う 一つ、 本体資料の 5 ページに公表方法をま と めてお り ます。 先ほ ど 3 つの

案を提示 しま したが 、 それぞれについて、公表の方法は 2 つ考え られる と思ってお り ます。

5 ページの公表方法の と こ ろですが、 案の 1 は、 だれでも閲覧でき る と い う こ と です。 そ

して案の 2 は 、 手続を した者のみが閲覧をでき る と い う こ と にな り ます。 これも メ リ ッ ト 、

デメ リ ッ ト を表にま と めてお り ますけれど も 、 だれでも閲覧でき る ほ う が透明度は高い と

い う こ と にな り ますが 、 一方で、 最近はネ ッ ト上でもいろいろ悪用 された り 誤用 された り

と い う こ と も あ り ますので、 当事者のお気持ちなんかを配慮すれば、 手続を した方のみが

閲覧でき る ほ う がまだ安心はある と い う こ と で、 メ リ ッ ト 、 デメ リ ッ ト を整理 してお り ま

す。

その結果、 私 ど も 内部で検討した と こ ろ 、 6 ページですけれ ども 、 先ほ どの公表の内容、

方法の中か ら考えま したのが 、 個人情報を含ま ない内容で要約 した概要版、 一番ボ リ ュー

ムが少ない も のをホ-ムページで全件公法もする と い う や り 方で ど う だろ う か と 考えてお り

ます。

それか ら 、 掲載期間を設ける こ と と して 、 5 年 ぐ らいで ど う だろ う か と い う こ と を考え

てお り ます。

それか ら 、 先ほ どの詳細な解説文だけは、 これはいつも掲載 しておいたほ う が読みやす

いだろ う と思いますので、 これは掲載しておいた ら ど う か と い う こ と でご ざいます。

それか ら 、 概要版を掲示する と い う こ と にな り ます と 、 全文は ど う する か と い う こ と で、

それが見たい と い う 方 もい ら っ しゃ る と思いますので、 それは手続を して閲覧でき る と い

う や り 方を 、 費用負担面も含めて検討の余地はある と思っ てお り ますので 、 検討したい と
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考えてお り ます。

これ ら の点について ご審議をお願いいた します。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 いかがで し ょ う か。 案 1 、 2 、 3 と あ り ますが 、 こ の 1 、 2 、

3 以外にあ り ますか。 と にか く 個人情報だけを保護 して全部やる か。 概要の と こ ろに何月

何 日 と い う のが出て く る か ら 、 そ う い う と こ ろだけは少 し書き直 した概要版にする と い う

のですね。 それだけにする と い う こ と ですか、 最初の全文公表は。 それか ら あ と は 、 概要

だけはそ う やっ て 、 その他の部分、 原因に関する記述だ と か医学的評価、 検討すべき事項

はそのま ま載せる と 。 その と き も個人情報保護には配慮 して と い う 条件はつき ます。 何を

大事にこ の議論をすればいいのか ? 1 つは、 公表 される事例の当事者の家族の方が、 個人

情報はも ち ろん、 名前 も消 される 、 印こち も消 される と して も 、 自 分の こ と が事例 と して

ぽん と 全部出ちゃ う と い ぅ のを ど う 感 じ られる か、 ど う い う ふ う に受け と め られる か と い

う のは大事な こ と だ と思 う んですけれ ど、 ど う ですか、 その辺。 豊田委員、 何かその辺、

意見ございませんか。

○豊田委員

意見は幾つか聞いたんですけれど 、 結局こ の 目 的が保護者に よ く 知 ら されていないので 、

それを知る こ と に よ っ て変わる のではないか と い う こ と だっ たんですね。 今の状態でその

ま ま こ の質問を された ら 、 公表 される のは怖い と い う ふ う に答え る しかない。 だけ ど、 し

っ か り と その 中身について教えていただければ、 む しろ再発防止につなげる ために公表 し

て も らいたい と い う 方向にな る かも しれないけれど も 、 今の段階で説明がない状態だと怖

い と思っ て しま う と い う 意見は確かにあ り ま した。

○岡井委員長

ご家族の立場から考え る と 、 将来、 自 分の子供が望まれない状況になっ て しま っ た残念

な状況を逐一善かれて、 それが全部一般の人の 目 前に出ち ゃ う と い う のは 、 名前が出ない

に して も 、 苦痛に感 じ られる可能性はあ り ますよね。 それは確かにそ う なので、 公開する

意味を考える必要があ り ます。 全部 と にか く 出 しま し ょ う と い う のは、 こ の制度 と い う も

のを多 く の国民の方に、 みんなに知っ て も らいたい と い う こ と ですね。 ま た信頼 して も ら

う ためにも ちゃん と全部出 しま し ょ う と い う のが一方ではある んですよね。 そ こ のかねあ

いだと思 う んですけ どね。 いかがで し ょ う か。 ご意見あ り ませんか。 はい 、 ど う ぞ、 お願

い します。
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○竹村委員

公表 と い う のは、 登録 された と いいますか、 申請 されたも のを全部公表する と 。

○岡井委員長

報告書をすべて。

○竹村委員

その結果と して 、 例 えば裁判になっ た と か、 そ う い う こ と も公表 される ?

○岡井委員長

いや、 それは……。 今の議論はこ の報告書の こ と だけです。 先生の話は 、 また後で全体

と して運営委員会で議論する こ と か も しれませんが 、 原因分析委員会での話、 こ の報告書

に話です。 事務局のほ う か ら案 と して出 して も ら っ たのが次の方法です。 概要だけも う 1

回書き直 して 、 何月 何 日 が全然出ない別の、 概要を書き直 して 、 それのみをホームページ

に出すや り 方です。 も っ と詳 しい こ と が知 り たい人は、 ち ゃん と 手続を と っ て申 し込んで

も ら えれば、 個人情報の と こ ろだけは線を入れて全文をその人には見せますか ら 、 何かの

形で分析する と か、 ジャーナ リ ス ト がそ う い う 症例を集めて記事する と か と い う のに使っ

て く だ さ い と 、 そんな感 じですね。 再発防止の意味か らい う と 、 再発防止のほ う の委員会

か ら は防止案がちゃん と 別に出 る わけですね。 症例を集積 して 、 統計的な検討も加えて こ

う い う ほ う がいい と か と い う よ う な形で出 る こ と にな り ます。 それか ら 、 各当事者に も 当

然それはい く わけです。 事例を経験 した医療提供者側に も改善すべき点 と い う のは個々 に

い く わけです。 指摘 された熱こ気をつけ る よ う 、 と い う こ と を思っ て も ら わな く ち ゃいけ

ない し、 似た よ う な症例があっ た と き に違 う 選択をする と い う こ と も心がけて も ら わな く

ち ゃいけない。 それか ら 、 ご家族の方にはい く んです。 原因はこ う で した よ 、 こ の事例で

行われた医療は レベルが高い と か低い と か、 こ う い う 改善すべき点があ り ます と い う こ と

もいき ます。

○竹村委員

公法その形 と しては……

○岡井委員長

だから 、 いわゆる一般の人に と い う ……

○竹村委員

要する に 、 医療機能評価機構のホームページに出 る と 、 そ う い う 意味ですか。

○岡井委員長
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そ う ですね、 はい。

○竹村委員

わか り ま した。

○鈴木委員

ち ょ っ と確認ですけ ど 、 要する に要約版、 つま り 4 ページの案がホームページに掲載 され

て、 そ して 4 ページの案 1 全文が 申請、 要望に よ って公表 される と 、 こ う い う のが事務局

案ですね。

○岡井委員長

はい。 のは ど う か と い う のが 、 事務局の推薦案ですね。

○鈴木委員

そ う ですね。 そ う する と 、 4 ページでいえば、 案 3 はな く な る と い う こ と にな る わけで

すね。

○岡井委員長

それでいけばですれ

○鈴木委員

それでいけばね。 こ の 申請の場合の主要 目 的 と 、 住所、 氏名 は ど う する んですかね。 身

分証明書かなんかで確認するんですか。 使用 目 的は ど う い う ふ う に ?

○上田理事

その辺の手続的な と こ ろはまだ十分に詰めていません。 仮にその案であれば、 先生方の

ご指摘をいただき たい と思っ ています。 私 ど も の案は 、 ホームページに概要を載せてます。

しか し、 公開性、 透明性からみる と 、 やっ ぱ り 全文をチェ ッ ク したい、 あ るいは研究 した

い と い う 方には公開する必要があ り ますので、 手続についてはこれか ら詰めますけ ど も 、

その よ う な方は一定の手続をすれば見る こ と ができ る と い う 案であ り ます。

○岡井委員長

良いほ う に役立っ て も らわない と いけないんで。 こ う い う も のがぽん と 出て 、 場合に よ

っ た ら 、 悪い人は、 変な こ と を考え る人は今いっ ぱいますか ら 、 そ う い う こ と で、 ほん と

う に患者 さ んの側に ご迷惑かかった り する と 大変な問題にな り ますから 、 それは何 と して

も 防がない と いけない。 はい、 お願い します。

○石渡委員

今の考え方なんですけ ども 、 結局 、 こ の制度の 目 的は補償する こ と と 、 原因分析 して再
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発予防する こ と 、 それか ら も う 一つは、 要する に不毛な紛争である と か訴訟を減 らす と い

う 大き な 目 的があ る わけですよね。 そ う する と 、 全文を公開する と い う 場合、 どなたが見

ている かわか ら ないけれ ど も 、 そ う い う 事例を検索 して 、 あ るいは入手 して 、 それに よ っ

て 、 場合に よ っ ては裁判、 訴訟 したほ う がいいん じゃ ないか と い う ふ う に、 逆の意味の 、

利用 される 、 そ う い う ケース も 出て く る と思 う んですね。 私はそ う い う 意味で、 公開する

と こ ろは、 ホームページ上載せる のは概要版の要約でいい と思 う んですね。 全文が欲 しい

と い う 場合には、 それに対する ア ク セスは、 これは患者 さ ん、 あ る いは医療側の了解を と

らずに渡 して よ ろ しい も のなので し ょ う か。

○岡井委員長

それも 1 つはあ るかも しれないんですよね。 さ っ き言っ た ど う い う 手続を して も ら う か

と い う の も あ る し 、 その と き に 、 あなたの事例ですけ ど も 、 こ う い う こ と で公開の要請が

あっ たので、 も ち ろん名前 と か 日 付 と か、 そ う い う わかる よ う な も のは隠 しますが 、 して

いいですか と い う 許可を と る必要がある か ど う かも ……。 一番最初に協力 して く だ さ い と

い う と き に 、 原因分析 して報告書が出ますよ と 。 その報告書は公開にな り ます と い う こ と

も一応言っ てある んで したっ け ?

○上田理事

公開 される こ と も あ り ます。

○事務局

原則 と して公開 されます と い う ふ う に案内を。

○岡井委員長

その こ と は、 最初には包括同意を と っ ている と い う こ と ですれ個々 の同意ではな く て。

実際になっ た場合に、 いいですか と い う のを毎回 と ら ない と いけないかも しれない。 お願

い します。

○宮澤委員

基本的には、 これは全部マス キングを している と い う こ と 々こな る と 、 個人の特定ができ

ないので、 個人情報保護の個人情報にはな ら ないわけですよね。

○岡井委員長

法律的にはな ら ないんですか。

○宮澤委員

その原貝-｣ か らいけば、 改めて同意を と る必要はない と い う のが原則になる かと思います。
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特定でき ませんか ら 。 ただ、 医療の情報 と い う のは個人情報保護の成立の段階で極めて重

要性が高 く て 、 特にl真重な取 り 扱いを要する と い う 付帯決議があっ たわけですので、 その

意味では、 よ り 慎重な対応を と る と い う 意味で 、 法律上の必要はないに して も 、 き ちん と

確認を と る と い う 作業はおや り になったほ う がいいのではないか と 思います。

○岡井委員長

個人情報 と して 、 名前 と か住所 と か年齢と かをマス キング して も 、 症例の経過に よ って

は特定されやすい、 も のすご く 特異な経過 と かも あ る んですよね。 それは気をつけない と

いけないんですよ 。

○宮7睾委員

ただ、 その場合は、 個人が特定さ れて しま う ので、 それは新たな同意を絶対 と ら な き や

いけない。

○岡井委員長

はい、 お願い します。

○楠田委員

これは公的な事業ですので、 少な く と も概要版は どなた もア ク セスでき る よ う な形でホ

ームページに載せざる を得ないかな と い う と こ ろなんですね。 詳 しい内容なんですけ ど、

医療機能評価機構 と い う のは公的機関なので、 開示請求があった場合は合理的な理由がな

ければ、 個人情報はマス キング して 、 基本的には開示 しない と 駄 目 ですね。 ですか ら 、 も

しだれかがそれな り の合理的な理由 で言っ てき た場合には 、 個人情報を完全につぶす形で、

原則公開する と い う のが 、 評価機構 と して も 。 例えばほかの処理の開示請求があっ た場合

には、 それは ど う い う ふ う に実際に対応にな る んですかね。

○上田理事

先ほ どお話 し しま した よ う に 、 全文を見る こ と ができ る手続について 、 具体的に これか

ら詰めます。 私 ど も の案は、 概要は公開 します と い う 案です。 しか し、 全文について も 、

第 1 案にあ り ますよ う に 、 公開性、 透明性を高め る ために 、 それは一定の手続で見れる こ

と ではな く て 、 ホームページでも見れる よ う に と い う 議論が ございます。

○楠田委員

それは概要版ですよれ

○上田理事

いや、 概要版だけでな く 、 全文について も ホームページに載せる こ と が透明性が高いか
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と い う ご指摘があ り ますので、 その裁こついて先生方か ら ご意見をいただき たい と思いま

す。

○岡井委員長

それが案 3 ですよね。

○上田理事

そ う です。

○楠田委員

個人的には、 すべてをホームページ と い う のはあま り “こ も 、 逆にいえば、 個人情報が守

られていないん じゃないですかね。

○池ノ 上委員長代理

ち ょ っ と いいですか。 ち ょ っ と気にな る んですけ ど、 例えば死亡個票と かは絶対に出て

き ませんよ ね。 死亡 した人の。 相当手続 しない と 出て こ ないですよね。 死亡の個票。 あれ

と位置づけ と 、 あ る意味では障害を残された方の経過、 その他 と の位置づけ 、 重みづけ 、

死亡個票がなかなか外に出て こ ない と い う か、 我々 がいろんな医学的な調査でそ う い う の

を利用 し よ う と して も なかなか出ない と い う 現実があ る と こ ろで、 こ う い う 障害を残され

た方がい ら っ しゃ る情報が出て く る と い う 、 その整合性 と い う のは ど う 考えればいいんで

すか。

○岡井委員長

それは先生、 こ の制度の成 り 立ち と 関連があるんだら思 う んですよ 。 こ の制度、 今まで

こ う い う も のがな く て 、 残念な事例があった と き は、 損害其静賞を払 う 責任があ る か ど う か

を裁判で争っ ている のですから 。 そ う い う 争いをな るべ く やめて 、 みんなで補償 しま し ょ

う よ と い う のが こ の制度です。 その と き に こ こ でやっ ている こ と が 、 社会的な意義をき ち

っ と果た している か ど う か と か、 公正、 公平にや られている のか と い う こ と を社会に対 し

て知っ て も ら い 、 こ の制度を支援 して も ら う と い う 意味で 、 公開 と か公表 と か と い う こ と

が出てき てい る んだと思 う んですね。

○池ノ 上委員長代理

死亡個票がなかなか出ない理由 は何ですか、 ど う してですか。

○楠田委員

死亡個票を見る のに 、 妊産婦 さ ん と 子供を見る のに 3 年 ぐ らいかかっ て 、 我々 実際に見

る こ と ができ ま した。 あれは、 先生、 個人情報その も のですからね。
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○池ノ 上委員長代理

た と え同意が と れた と して も個人情報ですよね。

○楠田委員

例えば死亡統計は我々 ア クセスでき ます梟丸 こ う い う 形であれば可能だ と い う も のが

あ り ますか ら 、 これもそ う い う 個人情報が十分マス キングできれば、 それは大分違 う ん じ

ゃないですかね

○隈本委員

個人情報保護法でい う 個人情報 と い う のは、 個人が特定される情報だか ら 、 これは個人

が特定 されない情報なので、 個人情報の保護の対象にはな ら ない と 思いますけ ど。 これを

ずっ と 読んで、 だれかが突き と め る と い う よ う な行為をする人が仮にいれば、 も しか した

ら 、 こ の と き に死んだのはこ の人 しかいない と かいっ て突き と め る かも しれないけ ど 、 そ

れは法律の想定外だと思いますよ 。 個人情報と い う のは、 その情報に よ っ て個人が特定さ

れる情報の こ と をい う ので。 これは問題ない と思 う んですけ ど。

○岡井委員長

患者さ んの側 と して も 、 こ の制度に 自 分か ら 申請 してい る わけですよね。 こ の制度はこ

う い う 制度であっ て 、 情報も公開 して 、 そのかわ り き ち っ と した原因分析を しますよ と 。

その結果もみんなに公開 して 、 医療の向上に役立てますよ と 。 それに応 じている わけです

よね、 最初の段階で。

○池ノ 上委員長代理

総括同意を得ている と い う と こ ろで、 その問題はク リ ア される と い う こ と ですね。

○岡井委員長

一般に死んだ人の情報は 、 そんなに簡単に手に入 ら ない。 ち ょ っ と 違 う ? 。

○池ノ 上委員長代理

違 う と 考えていいんですかね。

○岡井委員長

ええ。 い ろんな と こ ろか らア ク セス しで情報を得る こ と ができ ない と 、 隠匿体質と か言

われかねない。 私は全部公開 したいんだけ ど、 患者 さ んの こ と も考えなき や 。

○隈本委員

私の立場か らする と 、 こ の概要版を公法さ して 、 手続を と っ た人が全文入手と い う こ の事

務局案は非常に よ く でき ている と思います。 特に概要版を公法きする こ と のメ リ ッ ト が一覧
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性です。 ウェブページを 2 回 ぐ らいク リ ッ クする と 、 その中身が全部見えて 、 それは次の

事例も見れて と い う 、 要する に先ほ ど言われた 3 つの 目 的プラ ス 、 こ の事故事例を公法をす

る こ と に よ っ て 、 お医者さ んたちが事故の追体験を して 、 こ う い う こ と " こ気をつけ よ う と

い う ふ う に思っ て も ら う ためのデータベース と しての意味も ある と 思 う んですよ 。 そ う い

う 意味では、 報告書が全部 P D F でク リ ッ ク しない と 読めない と い う よ り は、 一覧にぱっ

と 見 られる 、 ワ ンク リ ッ ク するだけで次の事例にいけ る と い う のは非常に意味があ る と 思

う ので、 こ の概要版を公表 し 、 そ して ど う して も 中身をチェ ッ ク したい と い う 人に と っ て

みれば と 、 手続をすれば見 られる と い う のは非常にいい と思います。 いつでも見せますよ

と い う 態度を と る こ と が透明性であって 、 必ず全部の も のにア ク セスでき る必要はない と

思 う んですね、 そ こ まで しな く て もいい と思います。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。

○村上委員

私も今賛成なんですが 、 その と き は公表 していろいろ評価を して も ら う こ と を思って も 、

妊婦 さ ん、 要する にお母 さ んの心理と い う のは、 時間 、 時間で変異 してい く んですね。 や

は り あの と き 、 あの こ と るま も う 知 られな く ない と い う こ と が 、 た く さ んの方を見てい る と 、

そ う い う こ と る翳微妙に変化 しますので、 でき るだけその概要を説明 しておいて 、 ほん と う

にその こ と が知 り たい と い う こ と を 、 本人がそ こ を しっ か り しておかない と 、 それが次の

お子 さ んへの 出産 と い う と こ ろの影響 と い う のを しっ か り と 考えていただいた上で、 慎重

に していただいたほ う がいい と 私は思います。

○岡井委員長

全文公表 して く れ と い う 要請がき た場合は、 も ち ろん身元も確認 して 、 同意を も う 一度

改めて と る と い う こ と でいいですか。 それな らいいんですね、 家族の 、 公法き していい と い

う 同意がえ られれば。

○隈本委員

同意を と る こ と しこ な る と 、 必ず、 それはお医者さ ん側の同意を と ら な き やいけない と い

う 話にな り ません ? だから 、 患者 さ んの同意だけ と っ て 、 同 じ よ う に事例が公表される

お医者さ んの同意を と ら ない と い う の機駄 目 だと思 う し 、 不信感につながる ので、 こ こで

応募した時点で、 原則 、 こ の再発防止のために個人情報を消 した上で公表 されまず と い う

こ と るこついて納得していただ く ほ う が僕はいい と思います し 、 全文の公開はご く 限 られた
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人が 、 例えばこ の委員会の議論っ て ど う なっ ている んだろ う と 疑問を持っ た人が見る こ と

ができ る けれ ども 、 別にだれでも 、 だれでも見 られる わけではないんですよ と い う 姿勢で

いいん じゃ ないかな と い う 気が します。

○鈴木委員

その と き の全文っ て 、 報告書の全文の こ と で し ょ う ?

○隈本委員

報告書全文ですれ

○村上委員

やっ ぱ り ホームページ上に載 り ます と 、 今いろんな問題があ る んですけ ど。

○隈本委員

ホームページ上に載る のは概要版だけで。

○村上委員

概要版ですね。 いずれに して も 、 それを読んだ人が特定、 自 分が こ の人を知っ ている ん

だ と い う と こ ろでまたや り と り と か、 実に 、 神経をほん と 効こあおる よ う な現実があるん

ですよね。 だか ら 、 そ う い う 意味では…… 。

○岡井委員長

難しし し…o

○村上委員

そ う なんですよ 。 かな り それは慎重に考えた上でいかない と 、 それが残る 。

○岡井委員長

いい こ と じゃ ないか らね、 こ う い う のはね。 はい、 お願い します。

○水上委員

全文を掲載する と い う のは、 個人情報保護 と い う 観点か ら難 しい場合がある のではない

で し ょ う か。 また 、 こ の場合、 同意を取って と い う 形が考え られますが、 同意 しない場合、

問題が残 り ます。 本制度の趣旨である 、 再発予防 と い う 観点か ら公表は避け られない し 、

細かな取 り 決めに関 しては慎重に検討したほ う がいいのではないで し ょ う か ?

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 今の件で、 ど う ぞ。

○鈴木委員

基本的には同 じなんですが、 公共政策ですので、 原則は、 個人識別情報に配慮する と い
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う のは当た り 前の話なので、 そ こ はやっ た上で全文一一全文と い う 意味は、 個人識別情報

に配慮 した上での全文 と い う 使い方を しますが、 全文公開が原則である と い う ふ 引こ ,思い

ます。 透明性の観点か ら も 、 再発防止の研究に資する と い う 意味でも ですね。 悪用防止の

ために開示請求主義にする と い う のは 、 それは 1 つの方法だろ う と思いますが 、 悪用防止

のための開示請求が 、 原則公開 を損な う よ う な運用に しない と い う こ と が重要だと思いま

す。 少な く と も こ の委員会の中でも 、 医師に と っ て も あま り 開示 された く ない と い う ふ う

に思 う のではないか と い う ご意見も何度か出てき た よ う に思いますので、 社会が 、 分娩担

当 医の利益に配慮 して開示 していないのではないか と い う ふ う に疑われる よ う な こ と があ

っ てはいけない と 思いますので。

○岡井委員長

それは、 そ う い う こ と は疑われないよ う に しない と 。 医師は全部公開 したい ぐ らいなん

です。

○鈴木委員

ですか ら 、 悪用防止のために開示請求を し 、 公開の原貝-｣ が損なわれないよ う に悪用防止

の制限に関 しては運用する と い う よ う な こ と で進めていただ く と い う こ と であれば、 僕は

賛成だ と 思います。

それか ら 、 全文開示請求を 1 件 1 件、 これは開示請求 したい 、 これは開示請求 しない と

い う ふ う には多分な ら ないだろ う と思 う んですね。 研究のために資料を使いたい と い う 方

は、 要する に 、 今ま で報告書が出た分については全文いただけませんか と い う ふ う に言っ

て く る 可能性が多いので、 どのケース と い う ふ う に特定 してだれかがたま に く る と い う よ

う な構えで対応 しないで、 全部が く る と い う 構えで対応でき る よ う な事務作業。 その意味

では、 事務作業を 1 件 1 件やっている と かな り 大変になる ので、 開示請求がき た ら どかん

と 差 し出せる と い う 、 そ う い う よ う な体制を と っ てお く 必要がある のではないか。 その意

味では、 ホームページでひ と り 歩きする と い う 危険性は防止でき ますけ ど、 事務局の作業

が少 し楽になる と い う ふ う にはお考えにな ら ないほ う が僕はいいだろ う と い う ふ う に思い

ます。

○岡井委員長

作業が大変だ と か と い う のは 2 番 目 の問題であっ て 、 公開する意義 と 、 それか ら 、 さ れ

る側の ご家族の気持ち と か、 その辺を大事に して考えてい く と いい と思 う んです。 そ う す

る と 、 大体の筋 と しては、 概要版をホームページに出 して 、 全文は請求 された と き に と い
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う 方向でよ ろ しいですか。 細かい点、 も う 1 回検討して 、 また整理 して議論させていただ

き たい と 思います。

それでは、 今 日 の次の議題は、 N I C Uか ら の新生児の情報の収集についてですね。 こ

れは こ の間ち ょ っ と議論があっ たんですが、 ま た事務のほ う で考え方を整理 しま したので、

その報告をお願い します。

○後技監

本体資料の 6 ページ と 資料 2 - 1 と 2 - 2 で ございます。 本体資料の 6 ページの 4 ) の

N I C U等か ら の情報収集について と い う と こ ろですけれ ども 、 児がN I C Uに搬送され

た場合は、 N I C Uか ら の情報も提出 していただ く こ と と な っ てお り ます。 しか しなが ら 、

搬送 された後、 数年たっ て情報を入手する と い う よ う な と き は家族か ら の同意書がない と

資料の入手はでき ない と い う 場合も ある と 、 そ う い う 現実も実際あ る よ う です。

そ こ で、 運営糸測織で資料の 2 - 1 と 2 - 2 の文章を用意いた しま した。 資料 2 ー 1 は ｢原

因分析のための診療情報の入手について (お願い) ｣ と い う タ イ トルでございま して 、 こ の

中に書いてあ り ますこ と は、 資料 2 - 1 ですけれ ど も 、 上か ら 2 つ 目 の段落で、 まず搬送

された と い う こ と ですので、 その医療機関での診療情報が必要と な り ます と い う 必要性が

書いてあっ て 、 それから 3 段落 割こ 、 そ こ で、 当機構がお子 さ ま の診療情報を入手する こ

と について ご同意をいただき た く お願いいた します と い う こ と が書いてあっ て 、 その次の

段落に、 同封の同意書、 これは 2 ページ 目 にな り ますけれ ども 、 同意書に署名 、 捺印をお

願い します と 、 返送 して く だ さ い と 書いてあ り ます。 そ して一番下の段落ですけれ ど も 、

費用が生 じた場合は、 評価機構負担 と い う こ と が書いてあ り ます。

同意書ですけれども 、 2 ページ 目 ですが 、 同意をする と い う こ と と と はこ 、 こ の診療情

報は、 多 く は、 保護者が入手 して評価機構にまた送る と い う こ と は多分面倒だと思います

ので、 評価機構に直送 して く だ さ い と い う 文章になってお り ます。

それか ら 、 資料 2 - 2 ですけれど も 、 こ ち ら は、 それを受けま して 、 同意書がいただけ

た場合は、 資料 2 - 2 の上か ら 4 段落 目 の ｢ と こ ろで｣ と い う 文か ら始ま る段落があ り ま

すが 、 ｢新生児期医療の診療情報が十分ではあ り ません｣ と い う こ と で、 次の段落の ｢つき

ま して｣ の と こ ろですが、 新生児期医療の診療情報の ご提供方、 ご協力を賜 り ますよ う お

願い します と い う こ と で 、 同意書を添えてN I C Uのあ る よ う な医療機関の病院長あてに

これを送る と 。 それか ら費用負担の こ と は、 同様に評価機構負担 と書いてあ り ます。

そ して 、 いただき たい項割こついて 、 2 枚ですけ ど、 別紙 と してお示 し して 、 これは今
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＼示 し してい る 内容ですけれども 、 そ う い う 項 目 を ご提供いただ く よ う " こお願いする

こ の よ う なや り 方 と こ の よ う な文書で情報を収集する と い う こ と を考えてお り ます。

員長

り が と う ご ざいま した。 こ う い う や り 方でよ ろ しいですね。 一番ス ムーズにい く か と

う んですけ ど。 診療情報を提供する患者さ んのほ う の許可がいる と い う のは、 それだけ

やん と も う 1 回や り 直す と 。 だけ ど も 、 機構のほ う で全部それをやっ て 、 N I C Uの

~機関から情報を こ ち ら に も ら う と 。 こ の内容ですけ ど、 最後の 2 - 2 の別紙のデータ

こ んな も のでいいですか、 新生児の、 楠 田先生。

員

これは例ですか ら 、 その症例に よ って大分違 う と思 う ので、 いいん じゃ ないですかね。

早いますね。 こ んな も のでいいですか。

･ 田委員

、 々 と して も 、 こ ち ら に直接出すほ う が 、 書 く ほ う も書きやすい と思います。 これでい

と 思います。

よ ろ しいで し ょ う か。 これに追加 したデータ と して 、 も し染色体を検査 してあ る んだっ

ら 、 染色体分析。

上田理事

家族か ら診断書が添付されてお り ますが 、 その診断書の 中にその検査については記載 さ

ています。

岡井委員長

記載されている んですね。

上田理事

はい。

岡井委員長

その他重要な事項と して 、 つけ加えておけばいい じゃ ないですか。
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○楠田委員

その他があればいいん じゃ ないですか。 それは適当 に判断する と 。

○岡井委員長

その子を見て く れた医師ですから 、 重要な こ と があ っ た ら書いて く れるで し ょ う 。

○楠田委員

も し検査 していれば、 多分報告する と思います。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 じゃ 、 こ の件もそ う い う こ と で進め させていただき ます。

○隈本委員

確認ですが 、 これを送る タ イ ミ ングは第一報ですか、 第二報ですか。

○上田理事

第一報の際に。

○隈本委員

第一報の段階で。 保護者様あてのお願いの文書の中で ?

○上田理事

そ う ですね。 はい。

○隈本委員

はい、 わか り ま した。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 そ う する と 、 今 日 の議題は大体済みま したので、 その他、 事

務局のほ う か ら ございますか。

○後技監

その他、 れ点 ございま して 、 まず 1 つ 目 ですけれど も 、 部会で統一 した考え方で原因分

析を行 う ために 、 9 月 1 4 日 と 1 8 日 に部会委員を対象と した説明会、 これは 2 日 間同 じ

内容ですけれ ども 、 どち ら かご参加いただ く と い う こ と で、 説明会を開催する こ と と いた

しま した。 9 月 1 4 日 と 1 8 日 です。

それか ら 、 2 つ 目 が 、 第 8 回の原因分析委員会は 1 0 月 1 9 日 月 曜 日 の 4 時か ら 6 時、

評価機構で行います。 1 0 月 1 9 日 月 曜 日 の 4 時- 6 時、 評価機構で行います。 その内容

は、 仮想事例 3 の模擬部会を予定 してお り ます。 そ して 、 こ の模擬部会には部会の委員の

先生方に も ご案内 して 、 オブザーバー出席いただける方は していただ く よ う にご案内 して
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お り ます。

以上です。

○岡井委員長

あ り が と う ご ざいま した。 ただいまの ご連絡事項。

○鈴木委員

事例 3 と い う のは、 も う 配付 されていたんで したっ け ?

○上田理事

まだです。

○鈴木委員

まだいただいていないですね。

○上田理事

すいません、 今作業を してお り ます。

○岡井委員長

助産所で起 こ っ た事例で、 大体こ う い う の と い う のは聞いていますけ ど 、 ま たそれな り

に議論はある かと思います。

○上田理事

事前に、 論点整理を して 、 先生方に届 けます。

○鈴木委員

ち ょ っ と 1 点だけ確認なんですが 、 僕が忘れている のかも しれないですが、 原因分析報

告書の最初の ドラ フ ト はだれが書 く んで したっ け。 事務局で したっ け 、 それ と も部会の メ

ンバーで したつ け。

○岡井委員長

事務局の助けを得て、 部会の部会長の次ぐ らいの人で、 大体大学の准教授、 講師あた り

で周産期専門の先生を入れていますので、 その先生が書き込んで。

○鈴木委員

産科医が書 く と い う こ と ですね。

○上田理事

部会委員の産科医の先生が レポーター と い う 役割で書き ます。

○鈴木委員

と い う 形で出すんですね、 第一報でね。
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○上田理事

はい。 作成にあたっ ては事務局が支援 します。

○岡井委員長

事務局が相当支援する 、 バ ッ ク ア ッ プする 。

○鈴木委員

相当支援 と い う のは、 字はだれが書 く のか と い う 。

○岡井委員長

責任はその准教授、 講師あた り の。

○鈴木委員

ゴース ト ラ イ テ ィ ングを前提にする と 、 これはその先生が書いている と い う こ と になっ

ちゃ う ので、 そ こ は……。

○上田理事

レポータ ーが書き ます。

○鈴木委員

だか ら 、 書 く 上について 、 こ う い う 作業を手伝っ て く れ と か、 こ う い う 資料を持っ てき

て く れ と か、 そ う い う のはま 割こサポー ト だと思 う んですけ ど、 事務局が字を 1 つ 1 つ起

こすのであれば、 それはゴース ト ラ イ テ ィ ングです黄熟 そ こ は明確に しておいたほ う が

いい と思 う んです。 要する に 、 その ド ラ フ ト を書 く 責任者が了解した実は事務局の起案な

のか、 それ と もその人が書き起こ している のかですね。 そ こ はその人の忙 しきこ よ って ど

っ ちで もやる のか、 そ こ は明確に しておかない と 、 さ っ き のマニュ アルを ど う い う ふ う に

使っ てい く か と い う こ と に も な る と 思 う ので、 書き方の用語。

○上田理事

基本的には、 これま でお話 し していますよ う に 、 6 つの部会の委員の産科医の先生に レポ

ータ ー と なっ て報告書案を書いていただき ます。 そ の前に 、 事例の概要については事務局

でま と めますので、 それを も と &こ医学的評価を行っ て も らいます。 報告書案の作成 と 、 そ

の支援について今先生の ご指摘が ございま したので、 その辺を具体的に詰めていき ます。

○鈴木委員

そ こ 、 ち ょ っ と マニ ュ アルをつ く っ ていただいて 、 すべての人が戸惑いがない よ う に し

ていただけた ら と思います。

○上田理事
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位置づけはその よ う な整理ですけ ど も 、 も う 少 し具体的な と こ ろ を詰めます。

○鈴木委員

産科医が書 く と い う のは、 建前 と してわか り ますけ ど、 数が増えてき た と き 、 ほん と う

に書 く のかな と い う ふ う に思いますので、 ほん と う に書かないんだっ た ら 、 最初から ほん

と う に書かない と 書いておいていただいたほ う がいい と思 う んですね。

○上田理事

はい。 その辺は、 これか ら部会長 と も話 し合っ て詰めていき ます。

○岡井委員長

事務局に相当頑張っ て も らわな く ち ゃいけない と い う こ と も事実です。

ほかに何かございますか。 最後に。

○後技監

最後に、 お机の上に 9 回、 1 0 回の原因分析委員会の 日 程調整表があ り ますので、 こ の

フ ァ ク ス の返送は 1 4 日 月 曜 日 が締切ですので、 よ ろ し く お願いいた します。

以上です。

○岡井委員長

それでは、 あ り が と う ご ざいま した。 1 月 にはほん と う の事例が上がっ て く る 可能性が

あ り ますので、 それまで議論する こ 割ま全部済ませたい と思います。

○鈴木委員

申立はあっ たんですか、 こ の 2 カ月 間。

○岡井委員長

あ り ま した。

○鈴木委員

あっ たんですか。

○岡井委員長

その詳細はも う ち ょ っ と整理 してか ら ご報告 します。

○上田理事

件数は言えないです。

○鈴木委員

件数は言えないの。

○上田理事
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はい。
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